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おわりに

付属資料 1983年イスラーム銀行法

はじめに

が世俗的金融制度と併存するかたちで1983年に

設立された。そのときすでに世界ではイスラー

ム銀行の数は約30行ほどになっていた（注 1)。東

南アジア地域においては，マレーシアでのイス

ラーム銀行設立後，ィンドネシアで1992年に，

ブルネイでは93年にイスラーム銀行が設立され

ている直こ）。

各国におけるイスラーム金融機関の設立と同

銀行制度は欧米を中心とする近代資本主義社 時に，国際機関として， 1975年にイスラーム開

会に端を発する現在の経済機構において重要な 発銀行 (IslamicDevelopment Bank)が， 77年に

地位を占めているが， 1970年代以降，イスラー イスラーム銀行国際協会 (InternationalAssocia-

ム諸国を中心として，西欧的な銀行制度へのイ tion of Islamic Banks :略称 IAIB)が設立され，

スラーム法の導人を意味する「イスラーム銀 これら両機関は各イスラーム金融機関の間の連

行」の設立がみられる。 携を促進している川 3)。さらに，多国籍イスラ

イスラーム銀行創設への先駆的な試みは， ーム金融機関としては，ダール・アル＝マール

1963年にエジプトにおいて地方の貯蓄銀行と ・アル＝イスラーミ (DarAl-Maal Al-lslami : 

いう形態で設立され67年まで活動を行ったミッ 略称DMI)（注4)およびアル・バラカ・グ）レープ

ト・ガムル (MitGhamr)銀行に見られる。その (Al Baraka Group)（注 5)が活動を行っている。

後1970年代中頃から，ドバイ・イスラーム銀行 マレーシアでは， 1983年に設立された BIMB

(Dubai Islamic Bank)の設立 (75年）を皮切りに， が10年間イスラーム銀行業を独占した後， 93

スーダン・ファイサル・イスラーム銀行 (Faisal 年に無利息銀行業制度 (InterestFree Bankmg 

Islamic Bank of Sudan, 77年）， クウェイト金融 Scheme:略称 IFBS)（注6)か導入され，他の商業

会社 (KuwaitFinance House, 77年）の設立など， 銀行および金融会社などがイスラーム銀行業に

湾岸諸国を中心に銀行を含む各種の商党目的 参人することが可能となった。 1993年 4月にマ

のイスラーム金融機関が設立されt.:. マレ ノ ラヤ銀行 (MalayanBanking Bhd.），バンク・ブ

アにおいてはバンク・イスラーム・マレーシア ミプトラ・マレーシア (BankBumiputra Malay-

(Bank Islam Malaysia Bhd.：以下 BIMBと略す） sia Bhd.)およびユナイテット・マラヤ銀行(Uni-

『アジア経済』 XXXIX-5(1998.5) 59 
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表 1 イスラーム銀行業における BIMBと他の金融機関との預貯金額および融資額の比較

（単位： 100万リンギ）

1994 1995 1996 1997 
1 ―---- --.― 

預貯金額

商業銀行 1,463 1,745 2,667 5,153 

金融会社 247 379 966 l, 170 

マーチャント・バンク 54 57 348 349 

BIMB 2,892 2,745 3,283 3, 223 
ヘ←一

.;t 4,656 4,926 7 ̀  264 9,895 

融資額

商業銀行 274 843 2,125 4,706 

金融会社 164 453 1,225 2,190 

し→`  チャント・パンク 25 230 393 503 

BIMB 1, 24(） 1,966 2,400 3,351 
- - ------ - - - 』-- - --

々- -—--- --̀. - -

叶 l. 7(）3 3.,192 6,143 10,730 
• - ---．- —• 

（出所） Bank Negara Malaysia, Annual Report(l995), (1996), 0997)より作成c、

ted Malayan Banking Corporation Bhd.) <I) 3 t了．

同年 8月にはさらに10行が無利息銀行業制度(J)

下に参人し，その数は96年未の時点で49行（商

業銀行25, 金融会社21，マーチャント・パンク 3)

となっている旧 7)0 

これにより BIMBo)イスラーム銀行業にお

ける地位は，預金総額および融資総額ペースて

みると相対的に低下したが，依然として金融部

門のイスラーム化政策を主導する役割を果たし

ていることに変わりはない（表 l参照），，これら

BIMBの創設を含むイスラーム銀行業制度の導

人は， 1980年代以降の現マハティール政権にお

ける， 83年のイスラーム国際大学の設立， 84年

U)イスラーム保険会社の設吃等の一？月連のイスラ

ーム化政策0)中に位附つけることができるりi；； ！ 

本稿は，マレーシアの世俗的な金融制度およ

び法制度において導人されたイスラーム銀行の

法的枠組み，およひイスラーム法に基つき利息

0)徴収を禁 ltする銀行における哭約について検

，；寸を加えることにより，‘り該銀行の運営およひ

6o 

業務内容の特徴と問題点を明らかにすることを

試みるものである。

これらの議論へ入る前に，ィスラーム銀行に

ついて，特に金融面での菫要なイスラーム法の

廂則およびイスラーム法で認められる契約につ

いて，次節で概観したい。

(iT l) Traute Wohlers-Scharf, Arab rind Isl(」Ill・

zr Banks {Paris: OECD. 1983), p. 70, Annex XII. 

濯 2l Fuad Al-Omar & Mohammed Abdel-

llaq, Isl{1mic Banking: Theory, Practice & C加llCI’I息＇

(London: Zed Books. 19961. p. 87 

(it :l l Muhammad Neiatullah Siddiqi, "Isla 

m1c Banking: Theory and Practice." in /slami1 

［夕mkingin.S'outheast Asia, ed.'vlohamed Ariff 

(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 

lり88),p. 44著古によっては苫者名が Siddiquiとな

ってし 9るか，本稿では各著召の表記に従う。

（注4) 1981年にハハマ法に基つき信北会社とし

て設ヽ 』［されたr タール・アル マール・アルニイス

ラーミの設立発起人は、 12人のサウジアラヒア U)l 

fを含む．，、Jヽレーン，エジプト→ギニア、 クウェ

イト，マレーシア， I、キスタン，カター！いスーダ

ン，およびアラプ首長国連邦なと J)政府首脳であっ
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た。マレーシアからは，ラーマン元首相が設立発起

人として名を連ねている。 TrauteWohlers-Scharf, 

Arab and..., p. 81, および石田進「イスラム無利

子金融の動向」（石田進•田中民之・武藤幸治『現状

イスラム経済』日本貿易振興会 1988年） 110~111

ページ。

（注 5) Siddiqi, "Islamic Banking...," pp. 44-

45/Traute Wohlers-Scharf. Arab and..., pp. 81-

83. 

（注 6) interest freeの訳語としては． H本にお

けるイスラーム銀行に関する研究においては従来よ

り「無利子」が使われているか，本稿では法律学上

の用法に従って，「無利息」とする。

（注 7) 鳥居高「マレーシアのイスラム」（総合研

究開発機構 (NIRA〕『イスラム世界の相互依存と対

加対抗に関する研究』 NIRA研究報告書 No.970106 

1998年） 118~120ページ／BankNegara Malaysia, 

Annual Report (1993). p. 188 

（注 8) Hussin Mutalib, !slam and Ethnicity in 

Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 

1990), pp.134-139/Syecl Waseem Ahmad, "Islamic 

lnsuarance in Malaysia," in The Muslim Private 

Sector in Southeast Asia, eel. Mohamed Ariff (Sin-

gapore: Institute of Southeast Asian Studies, 

1991). 

I 利息の禁止と損益分担

イスラーム銀行では，ィスラーム法における

「リバー」 (Riba)の禁止に基づいて利息の徴収

を禁じている。

リバーはイスラーム銀行を論じる際には「利

息」と解釈されているが，イスラーム法でリバ

ーという場合，利息のみを意味するものではな

ぃ（汁 1）。リバーには「超過によるリバー」 (riba

al-fad!) と「繰延によるリバー」 (ribaal-nasi'a) 

がある。一定の商品交換においては等価交換お

よび同時交換を原則とするイスラーム法におい

て，同時交換であっても等価交換でない場合に，

金融制度へU)イスラーム法の導入

一方の当事者が受け取る「利得」が「超過によ

るリバー」である。それに対して「繰延による

リバー」は，一方の目的物の引き渡しが繰り延

べられるときに徴収する「利得」である。いず

れもイスラーム法では「不当な利得」 (unlawful

gain) とみなされ禁じられているが，禁止され

る取引の内容は，目的物が何であるか，弓l渡し

かとこてなされるか，等価交換であるか，など

によって各法学派の解釈が異なるは2;。現在の

イスラーム銀行が禁止している利息は，「繰延

によるリバー」にあたる。

イスラームにおいてなぜ利息が禁じられてい

るのかについて，イスラーム銀行論の論者であ

るシッディーキ (Siddiqi)はその根本的理由とし

て，（1)搾取，（2）富の分配の不平等を助長する貧

者から函者への富の移行，および(3)蓄積された

富から収入を得る有閑階級の創出の 3つを指摘

する。すなわち，第 1に，借主たる事業主の利

益はその事業の成功如何に左右されるというき

わめて不確実なものであるのに対し，貸主のみ

が「確実な資本の返還」を受けるという意味に

おいて利息は「搾取」を生みだす。第 2に，利

息のもたらす貧者から富者への富の移行または

偏りは，イスラームが主張する「協調と友愛」

とは相容れない「富の分配の不平等」を促すこ

とになる。第 3に，不労所得を得る「有閑階級」

の存在は，人々の「労働」と「事業」から成る

イスラーム社会にとっては有害であるぐ，ゆえに，

ィスラームでは利息が禁じられるのである（注3)。

イスラーム法においてリバーは禁止している

が，「利益 j の取得は合法としているはり。合

法性の根拠は，「利益」は事業という生産的過

程から得られ，損失の危険もありうる不確定な

要索を持つことに求められる（注 5)0

6I 
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現実のイスラーム銀行では，種々のイスラー

ム法上の契約類型を適用しているが，その中で

も「最も重要な手法」（注6)としてその中心に位置

づけられているのは，損益分配方式の―ムダー

ラバ」 (Mudharaba)と「ムシャーラカ」 (Musya-

rakah)である。ムダーラバは銀行が顧客から預

かった金銭を資金需要者の事業に投資するとの

意味において投資信託に類似しており，ムシャ

ーラカは，銀行と資金需要者の共同出資により

事業を営むとの点においてパートナーシップと

同義である。

ムダーラバおよびムシャーラカを利息の代替

化としてイスラーム銀行が導入するのは，あら

かじめ確定した利欅すなわち利息を牛ずるこ

となく，事業という生産的過程を通じて利益を

得ることが可能なためである。

すでにイスラーム法において理論化されてい

るが，イスラーム銀行論の論者によってこれら

を適用するイスラーム銀行論の構築か試みられ

ている（注 7)。特にムダーラバについては，ィス

ラーム銀行の資金の受人れおよび資金の運用の

両方において預金者，銀行および資金の需要者

とを結び付ける役割を果たすものとして論じら

れている (ii:8)。

ムダーラバにおいては，一方の当事者が資金

を他方の当事者に委託し，資金を委託された当

事者はそれを利用して取引行為に従事するかま

たは事業を営む。取引行為またぱ事業から得ら

れる利益は事前に合意した割合に応じて両当事

者間で分配され，損失が生じた場合には資金の

提供者が負担する。現代のイスラーム銀行にお

けるムダーラバの適用は，銀行と預金者，銀行

と企業家との間でそれぞれ個別にムダーラバが

締結されることから，「 2段階のムダーラパ」

62 

(two-tier mudharaba)と称される（注 9)0

第 1段階の銀行と預金者の間で結ばれるムダ

ーラバにおいては，銀行は資金需要者，預金者

ぱ資金提供者，第 2段階の銀行と事業主との間

のムダーラバでは，銀行は資金提供者，事業主

は資金需要者たる地位にある。すなわち，イス

ラーム銀行は， 2つのムターラバの当事者とな

ることにより，預金者からムダーラバに基づい

て資金を隻め，事業主には別のムダーラバに基

づいて資金の提供を行うといった，預金者の資

金提供と事業主の労務提供とを結び付ける役割

を担うこととなる !ii:10)0

ムシャーラカとは，各当事者が共同で資金を

出資し直業を営むことを約す契約である。利益

は事前に合意した割合に応じて各当事者に分配

される。利益の分配率は出資額の比率に応じる

必要はないが，損失が生じた場合には出資率に

基づいて負担する。

（注 l) 利息の禁止をめぐっては， リハーが高利

のみを意味するのか利息一般を意味するのかといっ

た議論も仔在する。コーランでいうリバーの禁止は

法規範てはなく倫理規範であると主張する論者もい

る。 AbdullahSaeed, Islamic Banking and Interest: 

A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary 

Interf,relation (Leiden: E. J. Brill, 1996). pp.17-40. 

（注 2) これら 2つのリバーの意義については，

Nabil A. Saleh, Unlawful Gain and Legitimate Pro-

fit in 1、lamicL仰 (London:Graham & Trotman. 

1992), pp. 11-43. 

（注 3) Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim 

Economic Thinkin!{ (Leicester: The Islamic Foun-

dation, 1981), p. 63／岩井聡―無利子銀行一ー契約の

原理と方法ーー」（黒田壽郎編『イスラーム経済ー一

理論と射程一ー』 こ修社 1988年） 134~136ページ。

（注4) コーラン第 2章276節「アッラーは商売を

お許しになった。だが利息は禁じ給うた」から導き

だされる J 井筒俊彦訳『コーラン（上）』岩波文庫

1994年。
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（注 5) Muhammad Abdul Mannan, hlamic 

Economics: Theory and Practice, revised ed. (U. K.: 

Hodder and Stoughton, 1986), pp. 131-132. 

（注 6) Zakariya Man, "Islamic Banking: The 

Malaysian Experience," in Islamic Banking in South-

碑 stAsia, ed. Mohamed Ariff (Singapore: Institute 

of Southeast Asian Studies, 1988), p. 92. また，

Sudin Haronによれば，損益分担方式てあるムダー

ラバおよびムシャーラカだけが，形式および実態の

両面でイスラーム経済のtl的に資することから，イ

スラーム的要素の強いものであるとされる，その他

の原則は，形式的にはイスラームの規範に従ってい

るが，実態は異なるのでイスラーム的要素か弱いと

される 0 Sudin Hamn, Islamic Banking: Rules & 

Regulations (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 

1997), pp. 80-81. 

（注 7) Muhammad Nejatullah Siddiqui. Bank-

ing Without Interest, 5th ed. (Lahore: Islamic 

Publications Ltd., 1991)/Muhammad Uzair, "Some 

Conceptual and Practical Aspects of Interest-

Free Banking,''in Stzulies in Islamic Econ()mic,, 

ed. Khurshid Ahmad (Leicester: The Islamic 

Foundation, 1980)／ムハンマド・バーキルッ＝サト

ル『無利f銀行論」黒田壽郎・岩井聡訳 末知谷

1993年。

（注 8) サドル『無利f銀行論i/Siddiqui,JJank-

ing'W,l.thout Interest. 

(t-l: 9) Saleh, じnlaw/ul Gain..., p. 126/ 

Siddiqi, "Islamic Baning...," p. 36 

（注l(）) サドルは 2段階のムダーラバJ ではな

< lつのムダーラバに基づくイスラーム銀行のモテ

ルを提示する。「 2段階のムダーラバ」に韮つくイス

ラーム銀行論において 2つのムダーラバ0)芍事者て

あった銀行は，預金者の代理人たる地位にとどまる。

代理人たる銀行は，「流動的報酬j として資金需要者

たる事業主から利益配当からの，•定の割合を差し出

させる。さらに銀行は，「流動的報酬」のほかに事業

主から「固定手数料」を徴収する。これら「流動的

報酬」および「固定手数料ーは，ムダーラハに基つ

し臼て行われる事業から得られる利益ではなく，預金

者の代理人としての銀行か果たす 1中介者の役割1

すなわち「サーヴィス l に対する r報酬 j てあると

説明される。「 2段階のムダーラハ」との違いにお t)

金融制度へU)イスラーム法;'）導人

て注目すべき点は，預金者の元金を銀行が保証する

ことにあるc ムダーラバにおいては事前に利益の分

配率についての合意はしてもその額を取り決めるこ

とが禁じられていることについてはすでに述べたが，

サトルのイスラーム銀行論では，銀行は r事業者と

資本との仲介役を演し，第竺者として預金者に預金

の保証を行う」とされる e 要するに，銀行はムダー

ラハの当事者たる資金提供者でも資金需要者でもな

いかゆえに，預金元本を保証てきる，というわけで

あなサドル了無利子銀行論~ 36~53ベージ C

II 既存の法制度とイスラーム

銀行の設立

ここでは、マレーシアにおけるイスラーム法

の現状を，イスラーム法の適用範囲およひシャ

リーア裁判所（イスラーム法栽判所）の管轄権の

面から慨観したうえで，マレーシアでのイスラ

ーム銀行の設立まての過程を明らかにしたい。

1. イスラーム法とシャリーア裁判所

マレーシア連邦憲法は「イスラームは連邦の

宗教てある」（連邦憲法第 3条 1項）！注 1)と規定し

てはいるものの，イスラーム法を立法の源とは

みなしていない。ムスリムが国民の過半数を占

める国，特に中東諸国の憲法では，イスラーム

を国教とする条項のほかに，イスラーム法が立

法の源泉または源泉の一部である旨を規定した

条項が設けられているがは 2)，マレーシアには

それはなし'o

マレーシアにおいては，イスラーム法は，

邦領（クアラルンプールおよびラプアン島）を除

き州の管轄事項であり，各州はイスラーム法を

施 行 す る た め の 法 律 を 制 定 し て い る 。 イ ス ラ ー

ム 法 は 、 家 族 法 ， 相 続 法 ， 宗 教 関 連 行 為 お よ び

連邦法で認められるイスラームの宗教の戒律に

反する罪叶：i)に関して，ムスリムに適用されて

63 
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いる（注4)0 

限定されたイスラーム法の運用に加え，イス

ラーム法およびシャリーア裁判所は次の 2つの

点で，世俗法および世俗裁判所にたいし従属的

な地位に置かれてきた。第 1に，イスラーム法

が適用される事項であっても，それに対する連

邦法が存在することから適用領域がさらに制限

されること，第 2に，シャリーア裁判所の判決

にたいする世俗裁判所の判決の優越である。す

なわち，世俗裁判所においても，ムスリムの間

の家族法に関する紛争についての裁判か行われ

ていた結果，イスラーム法とは矛盾する判決が

Fされたり，シャリーア裁判所の判決か破棄さ

れることもあった（注5)。

しかしながら， 1988年の憲法改正によりシャ

リーア裁判所の世俗裁判所に対する従属的な地

位は対等な関係へと変容している。この憲法改

正により，世俗裁判所は，シャリーア裁判所の

管轄権内の事案に関しては，いかなる管轄権を

も有することができないこととなった（汁 (ii,

2. イスラーム銀行の設立

マレーシアにおけるイスラーム銀行の設立は

1983年であるが，イスラーム式金融方式の導入

は6(）年代にさかのほることができる。 1969年

に政府は， 62年設立のマラヤン・ムスリム巡礼

貯蓄公社 (Malayan Muslims Pilgrims Saving 

Corporation)と51年から活動していた巡礼管理

局 (PilgrimsAffairs Office)とを，職務の重複を

避けるために合併させ，巡礼管理基金庁 (Pilgri-

ms'Management and Fund Board :以下 PMFB

と略す）を設立した"PMFBの活動は，（1）イスラ

ーム法に基づくムスリムの貯蓄の運用および維

持，（2）貯搭の投資を含む利用，（3)メッカヘの巡

礼の旅における巡礼者の福祉の管理の 3つの領

Q 

域に及び，その目的はムスリムが巡礼の旅の費

用を徐々に積み立てられるようにすること，そ

の貯蓄を通じて預金者がイスラーム法で認めら

れる投資への参加を可能とすること， PMFBの

さまざまな便宜を通じ巡礼の旅における巡礼者

の保護およひ福祉を提供することにあった＇＇汁 7)ぐ9

PMFBが設立された1969年から82年までに，

その預金者数は毎年平均20.4％の率で4万7970

人から53万5900人へと増加し，資本総額は毎年

平均28.6％の率で1120万マレーシア・ドルから

3億3870万マレーシア・ドルに増加した直い。

この PMFBの成功と他国におけるイスラーム

銀行創設の動きが，マレーシアでのイスラーム

銀行創設を触発することとなる。

1980年に統ーマレ一人国民組織 (UnitedMa-

lays National Organization: UMNO)によって開

かれたプミプトラ経済会議 (13umiputraEconom-

1c Congress)は，政府に対して国内でのイスラ

ーム銀行の設立を PMFBに許可することを促

す決議を通過させたけ9)。イスラーム銀行設立

についてはそれ以前にも継続的な圧力はあった

が，この決議は最初の正式な銀行設立の要求で

あった。

詞年，諸々の州において， PMFBが主要な

役割を果たしイスラーム銀行を設立することに

ついて，プミプトラ経済会議と同様の決議が通

過した。また、 PMFB,マレーシア・ムスリム

福祉機構 (MuslimWelfare Organizationof Ma-

laysia/Pertubuhan Kebajikan Islam Ma-laysia : 

以下 PERKIMと略す）およびマレーシア開発銀

ff (Development Bank of Malaysia Bhd.）におい

ても，国内でのイスラーム銀行の設立およびイ

スラーム銀行業を研究するために，独自の委員

会が設置された。
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これらの要求を受け，連邦政府は1981年7月

30日に国家イスラーム銀行調査委員会 (Kation・

al Steering Committee of Islamic Banks)を設置

し，ィスラームの原則に基づく銀行業の調査お

よび検討に当たらせた(itl(））。同委員会の具体的

調査課題は，第 1に，設立，業務，顧客および

その他の金融機関との関係等のイスラーム銀行

業の諸側面を研究し明らかにすること，第 2に専

宗教．法，人種．社会および開発等の視点から，

マレーシアにおいて適切なイスラーム銀行業の

あり方を検討すること，第 3に，イスラーム銀

行の基本原理，法的枠組み囀会社の構造，業務

範囲および組織構造に関する報告青の形で，マ

レーシア・イスラーム銀行の設立を政府に提示

すること，であったはll)o 

friJ委員会の報告書は， 11カ月に及ぶ調究の後

翌年 7月に政府に提出された。その報告書で回

委員会は，利息0)禁止と損益分担，イスラーム

取引法の原則に甚づく銀行業務およびムスリム

の共同体（ウンマ）の利益と矛盾する活動の排

除の 3点を銀行0)t要な原則として次のように

概略している (il•12)C

(1) 損益分担 (profitand loss sharing)は， イ

スラームにおける金，富，労働という全て

の経済活動の基礎であり，現在の銀行シス

テムにおける屯要な機能を果たす利息に代

替するものであること。

(2) イスラーム銀行の成功は，主として，取

り1行為について 0)イスラームの原理の理解

と遂行にかかっているかゆえに。イスラ

ム銀行は，その活動かイスラーム法に反す

るものではないということを保址せねぱな

らないこと。

(:l) ムスリム共同体の利益に反する活動は．

金融制度へのイスラーム；去の導人

神に委託される富の誤用および濫用である

こと。

さらに，ィスラーム銀行の設立へ向けて，以

下のことを政府に勧告した（注13)0

ill シャリーアの原則に基づいて業務を営む

イスラーム銀行を設 tヽすべきであること。

(21 イスラーム銀行は1965年会社法 (Campa-

mes Act 1965)に基づく有限責任会社とし

て設立されるべきであること。

(31 1983年イスラーム銀行法 (IslamicBank-

ing Act 1983)と称される法律か制定される

べきであり，それに伴い，いくつかの現行

法が改正されるべきであることこ

/4) 中央銀行が1983年イスラーム銀行法を執

行すべきであること。

(51 銀行の運営がシャリーアの原則を遵守し

て行うことを保証するために，宗教監督協

議会 (ReligiousSupervisory Council)を設眉

すること。

この国家イスラーム銀行調杏委員会の報告書

に基ついて，マレーシアのイスラーム銀行とし

て BIMBが設立された。

BIMBは1983年3月1日に1965年会社法に基

つく株式会社として設立され，同年 4月に1983

年イスラーム銀行法により免許を受けて， 7月

1 Hにクアラルンプールにてその業務を開始し

に設立時の払込賓本は8000万リンギであったし

内訳は，大蔵省投賓会社 C'viinisterof Finance 

-InC(Jrporated] MalaySla)が3000)jリンギ， PNI

FBが1(）（)（）万リンギ， PERKIMが500万リンギ，

朴I宗教評議会 (StateReligious Council)が2000万

リンギ，州宗教庁 (StateReligious Agencies)か

300万リンギ，連邦政府 {FederalAgencies)が

1200JJリンギである払込資本の内訳から明ら
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かなように，イスラーム銀行は公的資金を導入

して設立されている (itl4)。

（注 1) もっとも，憲法は他の宗教の自由につい

ても「連邦内のいかなる地域においても，平和と調

和のうちに実践されるものとする」として，これを

保障している。

（注 2) 小杉泰『現代中東とイスラーム政治』昭

和堂 1994年 234~236ページ。

（注 3) 違法な性的関係．近親相姦光春等の性

に関する罪飲酒，断食月に断食を怠ることおよび

宗教税の不払いに関する罪がある。 Wu Min Aun, 

The Malaysian Legal System (Petaling Jaya: Long-

man Malaysia, 1990), pp. 41-42. 

（注 4) イスラーム法の適用される領域について

は，憲法の第 9付且lj第 2リストにおいて次のとおり

に定められている。

「連邦領を除く各州の，以下のイスラーム法およ

びイスラーム教を倍仰する者の身分法ないし家族

法：相続．遺言および無遺言，婚約｀婚姻，離婚，

婚資，扶養，養子，嫡出．後見，贈与，共有物分割

ならびに非公益伯託に関するイスラーム法；ワクフ

(Wakafs)および公益，宗教のための信託の定義と規

制，受北者0)任命，州内で活動するイスラーム教お

よび公益の基金，機関， f言託．寄付および公共機関

に関する法人格の付り；マレー慣習；ぷ教悦 (Zakat),

断食明けの宗教税 (Fitrah)および公庫 (Bait-ul-Mal)

または他のイスラーム教に基づく収入；モスクまた

はイスラームの公共礼拝所，連邦の管轄·，•l}項を除く

イスラーム教を信仰する者によるイスラーム教の戒

律に反する犯罪の規定と罰則；シャリーア裁判所の

規則，組織および手続。シャリーア裁判所ぱイスラ

ーム教を信仰する者に対し本項で規定される事項に

関してのみ管轄権を有する。ただし，連邦法で規定

される以外の犯罪，イスラーム教を{r1仰する者の間

での教義および信仰の管理に関しては管轄権を有し

ない；イスラーム法およびマレー慣習に関する事案

の裁判」り

(1.l: 5) Ahmad Ibrahim, "The Amendment to 

Article 121 of the Federal Constitution: lts Effect 

on Administration of Islamic Law," Malayan Law 

journal, vol. 2, 1989, pp. xvii -xixでは， 1988年の恵

法改止以前にシャリーア裁判所が管帆権を有する事
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案を世俗裁判所か審理した結果， イスラーム法とは

矛盾する判決が下された例を，いくつか挙げている。

（注 6) 1988年の憲法改正については，以下を参

照。 AhmadIbrahim, "The Amendment to Article 

121...," pp. xvii-xxii/idem, "Islamic Law in 

Malaysia Since 1972," in Developments in Malay-

iゞanLaw, ed. Faculty of Law,じniversityof Mala 

ya (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1992), 

pp. 296-297/Wu Min Aun, The Malaysian Legal 

添 tem,pp. 38-44. 

（注 7) Radiah Abdul Kader, "The Malaysian 

Pilgrims :¥,fanagement and Fund Board and Re-

source Mobilization," in The Islamic Voluntary 

Sector in Southeast Asia, ed. Mohamed Ariff (Sin-

gapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991), 

pp.140-145 

（注 8) Zakariya Man, "Islamic Banking: The 

Malaysian...," p. 69／高梨博昭「一般金融機関j

（裔梨博昭編『マレーシアの金融事情』アジア経済研

究所 1973年） 180~181ペーシ'，

（注 9) 1980年のプミプトラ経済会議におけるイ

スラーム銀行設立へ向けての決議採択から， 83年のイ

スラーム銀行設立までの過程については， BIMB, 

Organ四 tionand Operations (1995), pp. 2-3/Zaka-

riya Man, "Islamic Banking: The Malaysian...,'" 

pp. 69-71/Bank Negara Malaysia, Annual RゆI)rt

(1987), p. 94/Jane Connors, "Towards a System 

of Islamic Finance in Malaysia," in Islamic Law 

and Finanバ， ed.Chibli Mallat (London: Graham 

& Trotman, 1988), pp. 58-59. 

（注10) 国家イスラーム銀行調査委員会は，首相

特別顧問 RajaTan Sri（現 Tun)Moharを委員長と

する20名の委員から構成されていた。同委員会は政

府に提出する報告書を作成するにあたり，ェシプト

とスーダン U）ファイサル・イスラーム銀行の業務の

調査をするとともに，種々のイスラーム経済および

イスラーム銀行に関するテキスト，イスラーム銀行

国際協会による「イスラーム銀行モデル」の文青，

PERKIMの報告書である「マレーンアにおけるイス

ラーム銀行設守：0）覚書」およびマレーシア中央銀行

による報告書の「マレーシアにおけるイスラーム銀

行の設立」を参照するなどした。

（注11) Zakariya Man, "Islamic Banking: The 
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Malaysian...," p. 70. 

（注12) Ibid., p. 71. 

（注13) BIMB, Organization and Operations 

(1995), pp. 2-3/Zakariya Man, "Islamic Banking: 

The Malaysian " 

（注14) BIMB, Organization and Operations 

(1995). 

III イスラーム銀行の法的枠組み

マレーシアにおけるイスラーム銀行の運営は，

1983年イスラーム銀行法， 1965年会社法，銀行

の基本定款(memorandumof association)および

付属定款 (articleof association)に基づいて行わ

れる。ここでは，これらイスラーム銀行の運営

に関する法的枠組みについて， BIMBを事例と

して検討する。さらに， 1990年代以降マレーシ

アにおいてイスラームの原則に基づく金融手法

の拡大がみられることから，この動きが非イス

ラーム的な金融制度のイスラーム化をもたらす

可能性を含むものであるかについても検討を加

える。

1. 1983年イスラーム銀行法

1983年イスラーム銀行法は，銀行に係るイス

ラーム法を成文化したものではなく．銀行業の

免許制．銀行業を営む上での必要条件およびイ

スラーム銀行に対する監督権限を定めているに

すぎず，実際の銀行業務については不文法たる

イスラームの規定に従わねばならない（注 1) （同

法の詳細については付属資料の筆者翻訳による1983

年イスラーム銀行法を参照）。同法は，商業銀行

およびマーチャント・バンクに適用される1973

年銀行法 (BankingAct 1973)（注 2)をモデルとし

ているが．ィスラーム銀行がイスラームの原則

に反しないで銀行の活動が行えるよう，若干の

金融制度へv)イスラーム法の導人

修正がなされている。

イスラーム銀行とは「イスラーム銀行業を営

み有効な免許を有する会社」であり (2条），イ

スラーム銀行業とは，「銀行業の目的及び業務

においてイスラームの宗教に反する要素を一切

含まないもの」をいう (2条）。

しかしながら，いかなる業務がイスラームの

宗教に反するかについては同法の定めるところ

てはない。ただ，銀行業を営むための免許を取

得する条件として，「銀行業の目的及び業務に

おいて，イスラームの宗教に反する要素を含ま

ないこと」 (3条5項 a) および「銀行の付属定

款において，イスラームの宗教に反する要素

を含まないことを確保するために，銀行業に

ついて助言を行うシャリーア諮問機関 (Syar'iah

advisory body) の設立を規定すること~ (3条5

項 b) を義務づけているにすぎないはい。

イスラーム法の原則に起因する1983年イスラ

ーム銀行法の特徴は，定利の預金勘定 (fixed

deposit account)（注4)の廃止と投資勘定 (invest-

ment account)の導入，流動資産としての投資

址券の保有，商取引規制の条文0)削除である。

1973年銀行法に基づいて免許を受けた銀行に

おける定利の預金勘定は， 1983年イスラーム銀

行法では削除されている。しかし一方で，イス

ラーム銀行にはイスラーム法上認められている

損益分担方式による利益の取得を目的とする投

資勘定が設けられている。投資勘定については，

それか預金者と銀行との間の―捐益分担の合

に基づいて，預金者により一定期間，銀行

に対して預けられる資金であると規定されてい

る(2条）。

銀行が保有すべき流動資産の内容のひとつと

して， 1973年銀行法は「政府またはそれを発行
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する権限を有する州政府により発行される大蔵

省証券」（銀行法16条6項e)をあげているが．

大蔵省証券には利息が付与されることから，イ

スラーム銀行が大蔵省証券を保有することは，

イスラーム法上認められない。その代わりとし

て， 1983年政府投資法 (GovernmentInvestment 

Act 1983)に基づいて発行される確定利息付き

でない投資証券を保有することが認められてい

る (16条6項）。

1973年銀行法では，銀行が商取引に従事する

ことを原則として禁じている。すなわち，銀行

に支払われるべき負債の償還中および金の売買

を除いて，「（1973年銀行法により J 引用者）免

許を受けた銀行は，自己のためであろうと他人

のためであろうと，単独であろうと連帯してで

あろうと，輸出入取引を含め卸売業または小売

業に従事してはならない」（銀行法31条l.2項） C

しかしながら，イスラーム銀行ではその業務の

一環として銀行自らが商取引を行うことで利益

を得るので， 1983年イスラーム銀行法には， 73

年銀行法の商取引規制に相刈する条文は削除さ

れている。

2. 81MBの機関

BIMBは1965年会社法に基づく株式会社であ

るので， 73年銀行法により免許を受けた商業銀

行と同じく，総会，取締役会，監査役が設置さ

れている。一方で，イスラーム銀行には，ィス

ラーム法に基づく銀行業務の運営を保証する機

関としてシャリーア諮問機関の設置か義務づ

けられている (3条5項b)。BIMBではシャリ

ーア諮問機関として宗教監督協議会 (Religious

Supervisory Council)の設置を規定している（付

属定款3条）。

イスラーム銀行の業務執行機関および株主に
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ついては， 1965年会社法と銀行の定款に規定さ

れている。基本定款については． 1965年会社法

において，会社の商号，会社の目的，株式資本

の総額およびその固定額の株式への分割．社員

の責任が有限である旨，基本定款署名者の氏名，

住所および職業，署名者の引受株式数とそれを

了承する旨を記載することが義務づけられてい

る（会社法18条1項）。 BIMBは，基本定款とと

もに付属定款を登記しているが，その付属定款

では，株式に関する規定，株主総会，取締役会，

監査役等の会社の機関の有する権限およびそこ

！こおける手続きについて定めている。

(1) 業務の執行機関

BIMBの銀行業務の執行に携わる機関は，取

締役会と宗教監督協議会である。取締役の資格

を有するのは自然人であり（会社法122条2項，

付属定款60A条a)，取締役の 2人以卜は国内に

住所を有する者または居住する者であることを

要する（会社法122条1項）。

取締役の選任は年次総会で行われるが，それ

に先立ち大蔵大臣の書面による承諾を得ること

が必要とされている（会社法60B条）。これら総

会で選任される取締役とは別に， 2名以下の

「政府任命取締役」 (GovernmentAppointed D1-

rectors)が政府系の株主たる特別株主により任

命されるが（付属定款7条b)，政府任命取締役

の権能は他の取締役と同じである。政府任命取

締役を含む銀行の取締役の総数は 5名から11名

であるか，総会での普通決議による取締役の増

減は認められる（付属定款65条）。

取締役会は随時その中の 1人を業務執行取締

役として任命することができるが（付属定款88

条）．業務執行取締役となるにはマレーシアrii

民たることを要する（付属定款2, 4条）。
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宗教監督協議会は 3名から 7名の国内のムス

リムの宗教学者から構成されている。委員の任

期は 2年以下で，その任命には大蔵大臣の承認

が必要である。再任は認められる。委員の報酬

は株主総会で決定される。宗教監督協議会の権

能は，銀行の業務運営についてイスラーム法の

見地から「助言」を与えることである（付属定

款3条a, b, c)。取締役会がその業務の執行

上，依拠すべきイスラーム法についての制定法

が存在しないことから，宗教監督協議会の果た

す役割は重要である（注5)。

(2) 株式保有の制限

株式の保有については，基本定款および付属

定款において保有者および保有率に--ぅ定の制限

が加えられる。すなわち，「特別株主」 (special

shareholder)への「特別株」 (specialshare)の発

行，政府等が一定の割合以上の株式を保有する

こと，外国人の株式保有率の制限である。

授権資本は 5億リンギで，これらは 1リンギ

の「特別株」とそれを差し引いた額の普通株式

とに分けられている。「特別株t」は， 1957年大

蔵省（法人設立）法 (Ministerof Finance [Incor-

poration] Act 1957)に基づいて設立される政府

系法人で，償還優先株式である「特別株」を保有

する（付属定款6条， 7条a)。特別株主には，

「政府任命取締役」を任命する権利が付与され

ているが，議決権は与えられていない（付属定

款 7条d)（注 6)。

株式の51％以上が連邦政府および州政府また

はブミプトラ機関 (BumiputraInstitution)（注7)ま

たはブミプトラ会社 (BumiputraCompany)（汁8)

に対して発行され保有されなければならず，か

っ，外国の支配下になく，大臣によって本条の

ために正式に承認される法人に対して発行され

金融制度へe')イスラームt去J)導人

なけれはならない。また株式の発行後も，株式

の51％以上が，上記以外のものに対して割当て

もしくは譲渡または保有されてはならないこと，

が定められている（基本定款7条）。取締役会に

は，これらのことが遵守されていることを保証

する義務とともに（付属定款5条a)．いかなる

人がブミプトラであるか，またはいかなる会社

がブミプトラ会社であるかを決定する絶対的な

裁量権がある（付属定款5条b)C

外国人が保有する株式総数は30％を超えては

ならない（付属定款27条b)。ここでいう外国人

とは，「マレーシア市民，マレーシアの連邦法

もしくば）小l法に基づき設立された法人または機

関，外国の支配下の法人ではない会社，パート

ナーが全てマレーシア人であるマレーシアで登

記された商業組合および連邦政府または州政

府」以外の人である（付属定款2条）。これらの

外国人には．株式保有率の制限の他に職務就任

にも制限があり，業務執行取締役．秘書，監査

役に就くことは認められない。さらに，銀行の

管理または支配を外国人に変更するようないか

なる合併その他の協定も禁じられている（付属

定款4条 a)。

BIMBにおいては．株式の過半数は政府，プ

ミプトラ機関．プミプトラ会社が保有すること

が義務づけられていることから，ムスリムたる

と非ムスリムたるとを問わず，個人株主が株式

の過半数を保有することは認められない。しか

しながら株主となるにはムスリムたることを

要していない。

1992年に株式はクアラルンプール証券取引所

（第 1部）に上場されている。

3. イスラーム的金融手法の拡大

マレーシアでは． 1983年の BIMBの設立以降，

的
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イスラーム銀行業の段階的な拡がりが，金融商

品の増加やイスラーム銀行間金融市場 (Islamic

Interbank Money Market :略称 IIMM)の創設な

どにおいてみられる（注9）。これらは「従来の制

度と並存して機能する完全なイスラーム銀行業

制度の創設」のためには必要不可欠なものとし

て，中央銀行の指導のもとで実行に移されてき

た旧10)。金融商品は，損益分担方式のムダーラ

バおよびムシャーラカだけでなくさまざまなも

0)があり， 1993年までにその数は21となってい

る。

イスラーム銀行業サービスの提供は， 1993年

の無利息銀行業制度の導人により． BIMB以

外の既存の商業銀行，マーチャント・バンクお

よび金融会社にも一定の条件のもとに認められ

ることとなった。これらの金融機関は． 1989年

銀行およひ金融機関法126条に基ついて中央銀

行が示すガイドライン (Guidelineson Skim Per-

bankan Tanpa Faedah [SPTFl)に従って，無利

息銀行業を営む。

無利息銀行業への参加は任意であり，法的な

強制および政府による強制はないとされてい

るmll)。無利息銀行業への参加を希望する金融

機関には．その本店に．無利息銀行業務部けu2,

を設置しなければならないし，さらに次のことが

求められる r>

第 1に．無利息銀行業制度の実施に関する方

針および手続を遵‘、『すること，

第2に，無利息銀行業制度の円滑な実施I}）た

めに，‘廿該金融機関内の他の部署と連携するこ

と，

第 3に，無利息銀行業資金 (Interest-freeBan-

king Fund :略称 II)I1)（i-t]3)へ共同出資した

金が，イスラームの原則に基づいて，峨賓およ
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ひ投資にあてられることを保証すること，

第4(こ，無利息銀行業制度の円滑で効果的な

履行を確実にするために，イスラーム銀行業に

携わる従業員の訓練を行うこと，

第 5に，随時，中央銀行に求められる報告書

の作成および提出のために準備をすること，

第 6に、無利息銀行業制度に関して中央銀行

による命令およびガイドラインが厳密に守られ

ていることを保証すること，

第 7に、イスラーム金融制度のさらなる拡大

のためにイスラーム銀行業において進行中の研

究開発を遂行することげ14)。

イスラーム銀行間金融市場は1994年 1月3日

に開設されは15)，イスラーム金融商品の銀行間

取引，イスラーム銀行間の投資およびイスラ

ム銀行間の小切手の決済が行われている。イス

ラーム銀行間金融市場の開設により，中央銀行

か目的とする「従来の銀行業制度と並存して機

能する完全なイスラーム銀行業制度の創設」は

達成されたことになる。

中央銀行の目的にも明らかなように，政府に

はイスラーム銀行制度に一本化しようとの意思

はなく、あくまでもイスラーム銀行業と，イス

ラーム法に反する利息の徴収を行う従来の銀行

業と 0)並存を前提としている。このことは，中

央銀行かイスラーム銀行業に参入する金融機関

の増加を叶画する際に提ホした 3つの案からも

叫白てあるーすなわち，新たなイスラーム銀

行の設立を認可する」，「現存の金融機関にイス

ラーム銀行業サーヒスを提供する従属会社の設

吃を認可ずる」または―現存の金融機関の施設

等を利用してイスラーム銀行業サーピスを提供

することを認11Jする」といった案のいずれにも，

従来i))銀行制度の廃止は想‘足されていなかった、）
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（注 l) 甚本定款 3条はこの点につき次のように

定める。「会社における全ての業務は， イスラームの

原則，規則および慣例に従って営まれる。」

（注 2) マレーシアには従来金融機関に関する法

律としては，商業銀行およびマーチャント・ハンク

に適用される1973年銀行法と金融会社に適用される

1969年金融会社法かあったが， 1989年銀行および金

融機関法 (Bankingand Financial Institutions Act 

1989 :略称 BAFIA)により．両法律は一本化された。

1989年銀行および金融機関法制定の背景についてふ

以下の 2点が指摘されている。ひとつめは．近年の

銀行システムの急速な発達により商業銀行，マーチ

ャント・バンクおよび金融会社との間の業務の境界

線が曖昧になってきたことから．銀行を含めた金融

機関に関する法律を合理化する必要が生じたこと，

ふたつめとしては， 1986年に露呈した金融不祥事に

より．さらに厳格な制度が必要となったことである。

1989年銀行および金融機関法第124条では「本法律は

イスラーム銀行には適用されない」と定めている。

Cheong May Fong and Khoo Guan Huat, "The 

Banking and Financial Institutions Act. 1989 and 

the Offshore Banking Act, 1990," in Developments 

in Malaysian Law, ed. Faculty of Law, University 

of Malaya (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 

1992), pp. 123-125. 

（注 3) マレーシアにおいては，会社の基本構造

は，法律の他に基本定款および付属定款に定められ

る。基本定款は日本の定款の絶対的記載事項に、付

属定款は相対的記載事項に類似する。安田信之「（第

5章 マレーシア） N 会社法」（谷川久•安田信之

編『アジア諸国の企業法制』アシア経済研究所 1983 

年） 413ページ'0

（注 4) 1973年銀行法第 2条では，預金者を「銀

行に勘定を有し，普通預金，定期預金勘定，貯蓄勘

定およびその他の預金勘定を有する者」と規定して

いる。

（注 5) 1996年にシャリーア諮問協議会がマレー

シア中央銀行に設搬された。この協議会の主たる目

的は， 11)イスラーム銀行業およびイスラーム保険業

について助-目を行う唯一の 1]：式な機関として活動す

ること，（2)イスラーム銀行およびイスラーム金融に

かかるシャリーアの問題を調賂すること， 13)イスラ

ーム銀行およびイスラーム保険会社から提案される

金融制度へのイスラーム法の導人

新たな金融商品または手法のシャリーアの問題につ

いて分析し，評価すること，である。中央銀行にシャ

リーア諮問協議会が設置されたことにより， BIMB 

内の宗教監督協議会に将来的に及ぼす影響として，

「1958年中央銀行法 (CentralBank Act), 1983年イ

スラーム銀行法および1984年保険会社法 (Takaful

Actlが改正されれは，イスラーム銀行および保険会

社内にあるシャリーア諮問機関は廃止されるだろう」

と言及されていることは注意を要する．ただし，現

在のシャリーア・アドパイザーまたはコンサルタン

トは維持できるとされる。 Bank Negara Malaysia, 

Amuwl Report (1996J. p. 105 

（注 6) 株主総会を含む会社のあらゆる会合への

出席．発言は認められている（付属定款 7条d)',

（注 7) プミプトラ機関とは，「社員もしくは株主

が連邦政府，州政府である子会社，もしくは連邦政

府もしくは州政府の法人もしくは機関に制限される

国内で設立された会社，または連邦法もしくは州法

に基つき国内で設立された法人もしくは機関」をい

う（付属定款2条）。

（江 8) プミプトラ会社とふマレーシアて設立

され，その社員もしくは株主がプミプトラに制限さ

れている会社である（付属定款 2条）。

（注 9) 1983年の BIMB設セ以降のマレーシア金

融機関におけるイスラーム的金融手法の拡大につい

ては，主として， Bank Negara Malaysia, Anni叫

Report (1993)のイスラーム銀行に関する特集に依拠

している。

（注10) Ibid., p. 186. 

（注11) Alxlul Razak Chik, "I¥founting Interest," 

Far恥 sternF.conomic Reviezi', Sep. 16, 1994, 

（注12) 無利息銀行業務部は上級の経験を積んだ

ムスリムの職員が率い、適任の者を配属しなければ

ならなし％

（江13) 無刊息銀行業制度に参加する金融機関に

は．運転資本として無利息銀行業資金を維持するこ

とが求められる。そり最低額は，随時，中央銀行に

より決定される。

（注14) Bank Negara Malaysia, Ann叩 IRep011 

(199'.l), pp.187 188. 

（注15) Bank Negara Malaysia, Ann四 lReport 

(1 99 1 1, p. 14 5. 
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N イスラーム銀行における

契約類型と業務内容

ここでは主として BIMB発行の『組織と業

務』 (Organiationand Operation)に甚づいて，無

利息銀行と称されるイスラーム銀行の実際の業

務における契約類型について， BIMBを事例と

して検討したいほ 1)0 

1． 資金の調達

銀行は，個人または政府もしくは法人から普

通預金 (CurrentAccounts)，貯蓄勘定 {Savings

Accounts)，および投資勘定の 3つの型の預金を

受け入れるが．いずれもイスラーム法の原則に

従い，預金者には利息は支払われない。

普通預金および貯蓄勘定には，寄託に相当す

るワディーア (AlWadiah)が適用される。寄託

者たる預金者は，受寄者たる銀行に金銭の保護

預かりを求める。預金者には預金払い出しの権

利が認められている。銀行は預金者の金銭を保

管し，元本の返還を保証しなければならない。

銀行が普通預金の資金を利用する承諾を預金者

から得た場合には，その資金を運用して利益を

得ることができる。普通預金の場合には．そこ

から得られる利益または損失は全て銀行に帰す

るが．貯蓄勘定の場合には，利益は銀行の裁量

により預金者に分配されることとなる、、預金者

に対して手数料を課すかどうかは．銀行の裁量

による。

投資勘定には． 舟般大衆を対象とする一般投

資勘定 (GeneralInvestment Accounts)と，法人

または政府を対象とする特別投資勘定 (Special

Investment Accounts)がある。

舟せ投訂勘定では，銀行を事業i：｀侑金者を
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資金提供者として両者の間でムダーラバが締結

される。ムダーラバに基づき，資金提供者たる

預金者は一定の期間，資金を銀行に預け，事業

主たる銀行はその資金を運用して投資を行う。

投資の運営には預金者は参加できない。一般

投資勘定の期間は， 1カ月， 3カ月， 6カ月，

9カ月， 12カ月， 15カ月， 18カ月， 24カ月， 36

カ月， 48カ月， 60カ月である（注2)0

投資から得られる利益はあらかじめ決められ

た割合に応じて両者間で分配されるが．損失か

生じた場合は預金者が全て負担せねばならない。

1995年時点の銀行と預金者との間の利益分配率

は，原則として銀行が7割，預金者が3割であ

るか，変更することは可能とされている。

特別投資勘定についても，銀行を事業主，法

人または政府を資金提供者として両者の間でム

ダーラバが締結されるが，一般投資勘定との違

いは．個別の交渉により資金の投賣方法および

利益の分配率を決定することができるという点

にある。

→ 4 般投資勘定および特別投資勘定においては，

資金提供者に配分される利益は銀行の行う投資

運用の結果次第であり，預金者の元本は保証さ

れないが，投資勘定の預金勘定全体に占める割

合は最も高い。

2. 資金の運用

資金運用は，（l）損益分担に基つく事業への投

冑，（2）資産取得への融資，（3）商業金融， 0)3つ

の形態に分類できる⑪3)0

(l) 損益分担に基づく事業への投資

ムダーラバの原則に基つく融行においては，

サ般投資勘定の運用では事業主たる銀行は資金

提供者となり，顧客，すなわち借主は事業主と

なる。まず事業主たる借主が銀行に事業を持ち
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かけ，銀行は事業計画を十分に検討した上で融

資するかどうかを決定する。銀行が融資を行う

場合には，あらかじめ事業から得られる利益の

分配率を決めておかなければならない。賽業か

ら損失が生じた場合には銀行が全て負担するこ

どとなる。資金提供者たる銀行は事業の運営に

参加することはできないが，惰業の続行および

監督を引き受けることができる c

ムシャーラカの原則に基づく融資では，銀行

は顧客たる借主と共同で合意した割合で出資を

する。銀行を含む全当事者は．市業の運営に参

加する権利を有するとともに，この権利を放棄

する選択権をも有する。ムダーラバに基づく融

資同様．あらかじめ事業から得られる利益の分

配率を合意しておく必要があるが，この分配率

は事業に対する出資の割合と＾＾致する必要はな

い。なお．ムダーラバとは異なり，事業から生

じる損失は，全当事者が出資比率に応じて負担

する。

(2) 資産取得への融資

繰延売買に相当するバイ・ヒタマン・アジル

(Al-Bai Bithaman Ajil)は，住宅，車等の資産を，

＾定期間の支払延期または割賦払で取得するこ

とを望む顧客に利用される。まず銀行は顧客に

対しその支払期間および支払方法の条件を決定

したうえで，顧客に代わり当該資産を購入する。

銀行はその後，実費および銀行のマージンを含

むあらかじめ合意していた価格で，顧客にその

賓産を売却する。顧客は所定の支払期間および

支払方法で分割払いをする。

賃貸借契約であるイジャラ (Al-Ijarah)は，イ

スラーム法上における「典型契約」（注 4)のひと

つであり，動産または不動産の使用権の有償に

よる譲渡をいう。イスラーム銀行においては，

金融制度へu)イスラーム法J)導人

銀行が一定の料金で財産的価値のあるものを顧

客に使用させることを認め，その対価としての

使用料を収受する。

買取選択権付賃貸借であるイジャラ・トゥマ

・バイ (Al-IjarahThumma Al-Bai)は，銀行が

資産を取得し当該資産を顧客に使用させるまで

ぱイジャラと同様であるか，使用期間終了後，

銀行は当該資産を顧客に売却することで所有権

を移転させる点が異なる。なお，顧客がそれま

でに支払った使用料は売却価格の一部に含まれ

ることとなる。

慈善的な貸付であるカルド・ハサン (Al-Qardh

Al-Hasan)は，ィスラーム法において唯一認め

られた貸付の形態である。銀行は慈善的貸付を

行うのにふさわしいとみなす顧客への貸付を通

じて社会的責任を果たす，とされている。貸付

を受けるには，融資を受けるにふさわしい顧客

であること，および顧客の事業が価値あるもの

であることが必要とされる。イスラーム法によ

ると，借主たる顧客は，定められた期間と条件

に従って元金のみを返済すればよい。ただし，

借tか自身の裁最で元金以上のものを支払うこ

とは奨励されている。

(3i 商業金融

銀行は，貿易または運転資本を求める顧客に，

商品および機械の購入と輸入および売却と輸出

および株式と棚卸資産，予備品と取替品，原

料と半製品の取得および所有に関して，ワカラ

{Al-Wakalah)，ムシャーラカ，ムラーバハ (Al-

Murabahah)に基づく 3種類の信用状およびカ

ファラ (AI-Kafarah)による保証状を発行し，ム

ラーバハに基づく運転資本への融資を提供する。

ワカラとは代理の意であり，この場合銀行は

顧客の代理となる。まず顧客が銀行に対し信用
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状の発行を依頼する。信用状の発行前に銀行は

顧客に対し，購入または輸入される商品の総額

を預けるよう求めることができる。この顧客が

銀行に対し金銭を預ける行為はワディーアとみ

なされる。銀行は信用状を発行し，買取銀行に

信用状の発行を依頼した顧客から預けられた資

金を利用して支払いを行う。その後，顧客に証

苔を引き渡す。銀行はそのサーピスヘの対価と

して手数料およびコミッションを請求する。

ムシャーラカに基づく信用状は，顧客が銀行

に対し信用状の発行を依頼する際に，ムシャー

ラカに基づく融資と同じく，銀行との間で購入

または輸入する商品について負担する資金の割

合の取り決めを行う。顧客は自己の負担額を銀

行に預け，銀行はワディーアに基づいて受け入

れる。銀行は信用状を発行し，買取銀行に顧客

から預けられた額に銀行の負担金額を加えて支

払いを行う。その後，顧客に証甚を引き渡す。

顧客は銀行と共同で購入または輸入した財を所

有，または合意した方法に基づいて処分する。

そこから得られる利益は両者で分配されること

となる。

ムラーバハとは，一方の当事者（売主）が購

入した価格（原価）にマージンを加えて他方の

当事者（買主）に商品を転売することを約す契

約である。原価に上乗せされる利益は両当事者

間において合意され，あらかじめ規定されてい

なければならない（注5)。ムラーバハは「特別の

信頼関係を要する契約」の一つに位置づけられ．

商品の価格は「原契約の価格が基準」となり，

売主の側には「原価格に影響した事情，たとえ

ば破産によるものとか，信用買いであるとか，

代金割賦払であるとかを．すべて開示する義務

がある」（注6)0 

イスラーム銀行においてムラーバ八を運転資

本への融賓に利用する場合には，銀行が顧客に

代わり商品を購入し，原価に一定のマージンを

加算して顧客に転売する。ムラーバハはコスト

・プラスまたはマーク・アップと呼ばれている。

ムラーバハを信用状の発行に適用する場合に

は．ィスラーム銀行か輸人当事者となった形の

信用状が開かれることとなる。まず顧客は銀行

に信用状発行の依頼をし．銀行に対し商品の購

人または輸入を顧客に代わって行うことを求め

表 2 BIMBの融責形態
（単位： 100万リンギ，かっこ内％）

1 •—•---

1993* 1994 

ムダーラバ 2,048(0.2) 3,354(0.3) 

ムシャーラカ 18,459(1.8) 17, 709(1. 7) 

ムラー I Iゞ¥ 175,87506.9) 183、28707.8)

バイ・ピタマン・アジル 713,451(68.8) 702, 120(68.4) ! I 

イジャラ 102,:172(9.9) 89、742(8.7) 

カルド・ハサン 1,238(0.1) 914(0.1) 

その他 ！ 24,191 (2.:{J 29,970(2.9) ， 
-、~

計 1,037,634 1,027,096 

（出所） BIMB, Annual Report (1994), (1996)より作成ん

（注） ＊会~t年度。前年の 8 月より 7 月まで。
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一---

1995 ・ 1996 

11,347(0.8) 

1 7, 7 79 (l. 2) I 
452,086(30.2) 

882,289(59.o> I 

99,,117(6.7) 

1,646(0.1) 

30, 67:3 (2.1) 

1,495,267 

19,878(1.0) 

19, 987(1. 0) 

474,995(23.2} 

1,349, 771(66.0) 

145, 726(7.1) 

1, 700(0.1) 

:H, 378(1. 7) 

2,046,435 
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表 3 BIMBの融資形態
（％） 

ムラー J Jゞ おヽよび
Jゞ イ・ビタマン・アジル

1984 4.::i 86.3 

1985 2.9 91.2 

1986 2.5 92.5 

1987 2. 4 93.7 

1988 2.1 94.9 

1989 0.07 96.7 

1990 0.05 88.6 

1991 0.05 86.9 

1992 0.02 86.9 

（出所） Saiful Azhar Rosly, "Assets :V1anage-
ment of Malaysian Islamic Bank: Problems 
on Mudharabah Banking," fur加 lIKIM, 
vol. 3, no. 2, July/Dec., 1995, p. 92. 

る。銀行は信用状を発行し，銀行の資金を利用

して買取銀行に代金を支払う。その後で，銀行

は原価に利ざやを加えた価格で顧客に当該商品

を売却する。

しかしながら，ムラーバハがイスラーム銀行

業で利用する手法として適当かどうかに関して

は，若十の議論がある。原価に加算される利益

は通常の銀行で請求される利息に相当し，単に

「利息」から「マージン」へと名称を変更した

にすぎないのではないか，「事前に合意された

利ざや」は「利息のカモフラーシュ」にすきな

いという t張である 1汁 7)。ムラーバハを擁護す

る論者は，売主たる銀行が得る利益がリハーと

みなされずにイスラーム法において合法とされ

ているのは．売上か物を取得して買i：心に転売す

るまでの間に売主が所有に伴う危険を負うか

ら（注 8)，またはJctが得る利益はその費やす時

間への対価とみなされるからである旧91ことを

根拠として止当化しようと試みる。

いずれにしても．争点となる原価に付加され

金融制度へのイスラーム法り導人

る利益に対して細心の注意を払っていることは，

ムラーバハ締結の際に原価とマージンの表示を

要すること，売却価格が原価格を基準とするこ

とおよび売主の開示義務を定めていることから

も明らかである。

カファラとは，保証を意味するは10)。保証状

は例えば仕事の状況，貸付の返済等に関して，

銀行から顧客へ与えられる。銀行はこの保証状

のために＾定額の金銭を銀行に預けるよう顧客

に要求することができる。なお，この預金は，

ワカラに基づく信用状およびムシャーラカに基

づく信用状の発行の際に銀行に預けられる金銭

と同じく，ワディーアに基づいて銀行に受け人

れられることとなる c 銀行はその提供するサー

ビスヘの対価として，手数料を顧客に要求する

ことができる。

銀行が顧客に対し運転資本への融資をムラー

ハハに基づいて行う場合には，まず，銀行が顧

客に要求される商品を購人するか， または銀行

の代理人として顧客を任命し銀行の名義と資金

で当該商品を購人する。次に銀行は，原価と利

さやを含む事前に合意した販売価格で顧客に当

該商品を売却し、 30日， 60Fl, 90日または場合

によってはそれ以上の期間に販売価格を顧客に

支払うよう求める，こ

さらに1991年以降， イスラーム引受手形 (ls“

Jamie Accepted Bill) と称される為替手形の発

行を行っている。これは債務取引を意味するハ

イ・ダイン (BaiAl-Dayn)に基づいて行われて

し}る(；tll)ぐ

先に述べたようにイスラーム銀行業務の巾心

としてみなされているのは，損益分担に基づく

ムダーラバおよひムシャーラカである。しかし

なから，実際の銀行業務においてはそれらの比
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率は低く．銀行業務の中心は繰延売買たるバイ

・ビタマン・アジルおよびコスト・プラス方式

のムラーバハである（表2および表 3参照）。こ

れらの契約には，ムダーラバおよびムシャーラ

力に比べて．より確実な利益を得ることができ

るとの利点がある。銀行は事業投資から得る不

確実な利益ではなく，手数料形式で得られる確

実な利益を求める傾向にある。

ムラーバハ等の，イスラーム銀行業務では二

次的とみなされる手法が過度に利用されている

ことに対する批判または懸念も表明されている

ことは注意を要する。イスラーム銀行の業務が

過度に二次的な手法に依存している理由として，

ムラーバハ等の融資形態はイスラーム法におい

て禁止されていないこと，ムダーラバおよびム

シャーラカよりも損失の危険が少ないこと，そ

れらが巾場の必要性に応えるものであることお

よび銀行の従業員に事業投資の経験がほとんど

ないこと等が挙げられているぽ12)。また，現実

の銀行業務がムダーラバおよびムシャーラカに

きを情いていないということは．利息の代替

として導入されている損益分担による利益の

獲得の限界を示すものである，との指摘もあ

るほ13)0 

（注 l) その他にマレーシアのイスラーム銀行に

関する文献として， Abdul Samad bin Haji Alias, 

Nik Rahmat Kamarulzaman, and Renuka Bhupa-

Ian, Guide to Islamic Banking in Malaysia: An 

Overview (Kuala Lumpul: Institut Bank-Bank Ma-

laysia, 1993)/Saad Al-Harran ed., Leading Issues 

in Islamic Banking and Finance (Petaling Jaya. 

Pelanduk Publications, 1995)を参照。

（注 2) BIMB, Organization and(）肛ration

(1995), p. 11. 

（注 3) BIMB, Organization and Operation 

(1995)においては銀打の資金運用として，融貨 (Fi-
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nancing)と商業金融 (TradeFinancing)の2つに分

類して概説しているが，事業への投資とその他の融

資とば性格が異なる上に．前者がイスラーム銀行業

務の第一線手法とみなされていることから．本稿で

は「融資-tよさらに 2つに分けて論じることとするっ

（注 4) イスラーム法における「典邸契約」は．

売買，贈与，賃貸借，使用貸借の 4つである。ノエ

ル・ J・クールソン『イスラムの契約法一志水巌訳

有斐閣 1987年 30~31ペーシc

（注 5) Saleh, Unlawful Gain..., p. 117. 

（注 6) ムラーハ八以外；こ「原契約と同じ価格に

よる (bai'al-lawliya)」およひ笞割引価格による (bai'

al-wadi'a)」ものがある。クールソン『イスラムの契

約法4113ページ。「特別の信頼関係を要する契約」に

ついては．同上苔0)113ペーシ，およびS.E. Rayner. 

The Theory of Contracts in Islamic Law (London: 

Graham & Trotman, 1991). pp. 233-238を参照。

（江 7) Zakariya Man, "Islamic Banking: The 

Malaysian...," p. 91. 

（注 8) Siddiqi, "Islamic Banking.... " p. 52. 

（注 9J Mannan, Islamu.'Economics.... p. 202 

（注10) Joseph Schacht, An Introduction to Isla-

mic la印， reprint(Oxford: Oxford University Press, 

1986), p. 158. 

（注11) Bank Negara Malaysia, Annual Report 

(1993), p. 185. 

（注］2) Zakariya Man, "Islamic Banking: The 

Malaysian..., p. 92. 

（注13) Muhammad Akram Khan, "Islamic 

Economics: The State of the Art," in Readings in 

the Concept and Methodology of Islamic Fconomics, 

ed. Aidit Ghazali and Syed Omar (Petaling Jaya: 

Pelanduk Publications, 1989), p. 127. 

おわりに

本稿ではマレーシアのイスラーム銀行を事例

として、鍛行の法的枠組みおよび業務について

検討してきた。イスラーム法に基づく銀行の特

徴は．コーランで梵じられているリバーを利息

と解してこれを禁じ，利息の徴収を損益分担の
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概念に基づき再構成したことにある。

しかしながら実際のイスラーム銀行の活動に

おいては，損益分担方式のムダーラバおよびム

シャーラカの占める割合は少なく，他の商業銀

行との併存のなかで，利益をあげて経営を成功

させねばならないとの現実的な要請に応えるた

めに．利益の確実なコスト・プラス方式のムラ

ーバハ．繰延売買たるバイ・ビタマン・アジル

および賃貸借たるイジャラが中心となっている。

BIMBは1965年会社法に基づき設立され．

1983年イスラーム銀行法により営業免許を受け

た銀行である。 1983年イスラーム銀行法はその

内容を一部修正してはいるものの．他の商業銀

行に適用される1973年銀行法とその内容にそれ

ほど大きな違いはない。この法律は，銀行が大

蔵大臣および中央銀行の監督下にあること，銀

行の機関として株主総会，取締役．監育役を有

するなど，銀行制度およびその組織形態につい

て規定しており，その内容はイスラーム銀行に

ついて特別な取り扱いをするものではない。

マレーシアにおけるイスラーム銀行の導入は，

経済または金融面に関するイスラーム法の成文

化を意味するわけではない。 1983年イスラーム

銀行法は「銀行業の目的及び業務において，ィ

スラームの宗教に反する要素を含まないこと」

(3条5項 a) を銀行の営業免許を受ける条件と

して定めているにすぎない。さらに同銀行の基

本定款を検討しても．単に，会社の業務につい

金融制度へ0)イスラーム法0)導人

て，イスラームの原則，規則および慣例に従っ

て行われるべき (3条）旨が規定されているに

すぎない。すなわち，銀行の業務におけるイス

ラーム法についての明文の規定は， 1983年イス

ラーム銀行法および BIMBの定款のいずれに

もない。

マレーシアの金融制度への全面的なイスラー

ム法の導入を意味するものではないとはいえ，

BIMBの設立後，政府の主導もあってイスラー

ム銀行の業務は拡大した。このことは，積極的

に他の銀行業とイスラーム銀行業との並存ない

し協調の可能性を追求しているといえる。結果

として多数の商業銀行，金融会社およびマーチ

ャント・バンクがイスラーム銀行業へ参入して

いる。さらには，イスラーム銀行のほかにイス

ラーム保険会社も設立されており，近年のイス

ラーム金融方式を導入する商業銀行の増加，イ

スラーム金融商品の多様化をみると，従来型の

銀行業との並存ではあるものの，マレーシアに

おげるイスラーム銀行，イスラーム金融の重要

性は高まりつつあるといえる。

（名古屋大学大学院国際開発研究科博士後期課程）

〔付記〕 本稿は，名古屋大学大学院国際開発研

究科に提出した1995年度修士論文「マレーシアに

おけるイスラーム法の導入 バンク・イスラー

ム・マレーシアの機構と業務ー一 4 の一部を修正

および加筆したものである。
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〔付属資料〕

1983年イスラーム銀行法（原注）（ぶ注）

(ISLAMIC BANKING ACT 1983 [Act 276]) 

この法律はイスラーム銀行業務の免許及び規則を

規定するものである。

第 1編総則

第 1条 (1) この法律は1983年イスラーム銀行法と

称し，大蔵大臣が官報に告示する日に効力を発す

る。

(2) この法律はマレーシア全土に適用する，

〔解釈〕

第 2条 この法律においてその他の反対の意図がみ

られない限り，

イスラーム銀行の「支店 (branch)」とは，移動支店

(mobile branch)及び設立後一定期問維持された

支店を含むものとする。

「中央銀行」とは， 1958年マレーシア銀行令 (Cen-

tral Bank of Malaysia Ordinance 1958)に基づ

いて設立されたマレーシア中央銀行をいう。

「会社 (company)」とは， 1965年会社法に定義され

るものをいう。

「法人 (corporation)」とは， 1965年会社法に定義

されるものをいう

「預金者」とは，イスラーム銀行に普通預金，貯蓄

勘定，投資勘定及びその他の預金勘定を有する者

をいう c

「イスラーム銀行」とは．ィスラーム銀行業を営み

有効な免許を有する会社をいう。銀行の国内の事

業所 (offices)及び支店は 1つの銀行とみなされる。

「イスラーム銀行業」とは，銀行業の目的及び業務

においてイスラームの宗教に反する要素を一切含

まないものをいう。

イスラーム銀行の「投資勘定債務 (investmentac-

count liabilities)」とは，預金の投資について銀行

との間の損益分担の合意に基づいて，預金者によ

り一定期間預けられる資金に対する当該イスラー

ム銀行の預金債務をいう。

「免許」とは，第 3条に基づいて付与される免許を

しヽう。

イスラーム銀行の「その他の預金債務」とは，貯

蓄勘定，投資勘定，要求払い及び定期預金債務

(time liabilities)並びに他のイスラーム銀行，

1973年銀行法に基づく免許銀行又は中央銀行から

の預金債務を除く当該イスラーム銀行の預金債務

をいう。

「公開会社 (publiccompany)」とは， 1965年会社法

に定義されるものをいう。

イスラーム銀行の「貯蓄勘定債務 (savingaccount 

liabilities)ーとは，銀行の普通預金通帳又は預金

杓しくは引出しのときに中央銀行が認める銀行普

通預金通帳の代わりとなるその他書類の提示を通

常必要とする当該イスラーム銀行のすべての預金

をいう。

｝株式 (share)」とは，法人の株式資本における持

分をいい，併合株式と株式 (stockand share)と

の間の区別が表示又は含意された場合を除き，併

合株式を含む

（原注） この法律においては，「1958年マレーシア中央銀打令」は「1958年マレーシア中央銀行法 (CentralBank of 

Malaysia Act 1958 [Act 519リj に，「1973年銀行法」は -1989年銀行及び金融機関法（Bankingand Financial 

Institutions Act 1989 [Act 372]）」に読み替えるものとする。 1969年金融会社法は1989年銀行及び金融機関法に

よって廃止された。

（訳注） 1983年イスラーム銀行法は，政府が設置した国家イスラーム銀行調任委員会の報告に基ついて，連邦議会に

おいて1982年に採択され，翌年施行されたc、同法は，］986年に IslamicBanking (Amendment) Act 1985 (Act 

A634)によって一部改正され現在に至っている。同法の規定は，イスラーム銀行業の免許制，資本金，準備金お

よび流動資産，業務運営， 中央銀行による調査権と監督権についてのものであり，その内容は1973年銀行法とほ

ぼ同じである。なお翻訳にあたっては， Legal Research Board (comp.), Islamic Banking Act 1983 (Act 276) 

(Kuala Lumpul: International Law Book Services, 1996)を使用したc
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イスラーム銀行の「要求払い債務 (sightliabilities)」

とは，要求払いであるすべての預金をいう。ただ

し，貯蓄勘定債務又は他のイスラーム銀行， 1973

年銀行法に基づく免許銀行若しくは中央銀行の預

金を含まない。

「従属会社 (subsidiary)」とは， 1965年会社法第 5

条に基づいて認可されたものをいう，9

イスラーム銀行の「定期預金債務」とは，要求払い

以外で払戻しできるすべての預金をいう。ただし，

普通預金又は他のイスラーム銀行， 1973年銀行法

に基づく免許銀行若しくは中央銀行の貯蓄勘定債

務又は預金を含まない。

第 2編 イスラーム銀行の免許

〔イスラーム銀行業は免許を受けたイスラーム銀

行が営む〕

第 3条 （1) 銀行の免許を付与する権限を有する大

蔵大臣からの書面による免許を受けた会社でなけ

れば．国内においてイスラーム銀行業を営むこと

はできない。

(2) 国内においてイスラーム銀行業を営もうとする

会社は，本条に基づいて中央銀行を通じて大蔵大

臣に書面で免許の中請をし，次に掲ける書類を提

出する。

(a) 法人の上級役員 (seniorofficer)の誓約によ

り適任に認証された (dulyverified)基本定款及

び付属定款又は法人の設立に係るその他証書

(instruments)の謄本。

(bl 大蔵大臣が要求するその他文書又は情報。

(3) 中央銀行は前項による免許の申請を審査し，免

許を与えるべきかとうかを，もしあれば免許に付

すべき条件を大蔵大臣に勧告する。

(4) 第 2項による申請及び前項に基づく中央銀行の

勧告を受けて，大蔵大臣は，第 4条に従って条件

付きむしくは条件を付さない免許を与える，又は

免許の付与を却ドする。

(5) 事情に応じて，次に掲げる条件が満たされない

限り，中央銀行は免許の付与を勧告してはならず，

大蔵大臣は免許の付仔をしてはならな t、0

金融制度へのイスラーム法の導人

a) 銀行業の目的及び業務において．ィスラーム

の宗教に反する要素を含まないこと。

(b) 銀行の付属定款において，イスラームの宗教

に反する要素を含まないことを確保するために，

銀行業について助言を行うシャリーア諮問機関

(Shar'iah advisory body)の設立を規定するこ

と。

(6) 本条の規定に違反する者には刑を科し， 20,000

リンギ以下の罰金若しくは 3年以下の自由刑に処

し，又はこれを併科する。

〔大蔵大臣は免許の条件を変更又は取消してもよ

い〕

第 4条 （1) 大蔵大臣はいつでも，中央銀行の勧告

に応じて，免許の条件の変更若しくは取梢し又は

条件若しくは追加条件を付すことができる'’

(2) 前項に基つく行為の前に，大蔵大臣は，ィスラ

ーム銀行に対し，当該行為について書面で通知し，

かつ、免許の条件が変更若しくは取り消されるべ

きでない，又は条件若しくは追加条件を付すへき

ではない理由を通知に明記される14日以上の期間

内に開示する機会を与えなければならない。

(3) 免許に条件が付されるときは，ィスラーム銀行

はその条件に従う。

由 免許の条件に違反したイスラーム銀行は， 20,000

リンギ以下の罰金に処する。

〔免許は一定の場合には与えられない〕

第 5条 （1) 資本が最低額以下であるときは，大蔵

大臣の書面による認可がなければ，いずれの会社

も第 3条に基つく免許を取得し国内で業務を営む

ことはできない。

(2) 本条において「資本」とは，振込済資本，準備

金及び中央銀行が随時書面によって指図する方法

で定義及び計算するその他資本をいう。「最低額ー

とは，官報の告示により，中央銀行の勧告に基づ

いて大蔵大臣が規定するイスラーム銀行が維持す

べき資本総額をいう。

3 前項に基づいて維持すべき齢低額の規定には，

書面で明記される 3カ月以上の支払猶予期間内に

従わなければならない。
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〔外国所有の銀行〕

第 6条 （1) 大蔵大臣が外国に所有又は支配されて

いると認めたときは，会社は免許を取得又は保有

することはできない。

(2) 本条においては，発行済みで払込済みの資本の

50％以上が，マレーシア市民ではない者若しくは

マレーシア市民ではない者を代表として所有され

ているとき，又は会社の監督，支配及び管理をす

る者の過半数がマレーシア市民でないときは，会

社は外国に所有又は支配されているものとみなす，ご

〔新しい支店の開設〕

第 1条 中央銀行の魯面による認可かなければ，イ

スラーム銀行は．国内又は国外に新たに支店，代

理店及び事業所を開設することはできない。

〔イスラーム銀行は国外で他の銀行とコルレス契

約を結ぶことができる〕

第 8条 （1) 次項に従って，すべてイスラーム銀行

は，国外において他の銀行とコルレス契約を結ぶ

ことができる。

(2) 中央銀行は，中央銀行の勧告に駐づく大蔵大臣

の認可がなければ，ィスラーム銀行は通知で明記

される国で設立された銀行又は当該国の政府若し

くは政府の代理人により所有若しくは支配される

銀行とコルレス契約を結ぶこはできないことを書

面で指図することができる。

（免許料〕

第 9条 イスラーム銀行は，中央銀行の勧告に基づ

いて大蔵大臣が官報0)告示で規定する年間免許料

を中央銀行に支払わなけれはならない。

〔イスラーム銀行の名称における一定の用語の使

用の制限〕

第10条 大蔵大臣の畠面による認可なしに，イスラ

ーム銀行は．国語若しくは英語又はその他の言語

で，「中央」，「コモンウェルス」．「連邦」，「連合」`

「マレーシア」，「マレーシアの J, 「国民」又は「国

家」の用語を含んだ名称によっては免許を与えら

れない。

〔免許の取消し〕

第11条 （1) 大蔵大臣は，以下に掲げる場合におい

ては中央銀行の勧告に基づいてイスラーム銀行に

8o 

付与された免許を取り消すことができる。

1a 当該イスラーム銀行かイスラームの宗教に反

する要索を含んだ目的の遂行又は業務を営むと

き。

(bl 当該イスラーム銀行が預金者及び他の債権者

の利益に反する業務を営むとき。

(c) 背該イスラーム銀行に公衆 (public)への債務

に見合うための資産が不足しているとき。

,di 廿該イスラーム銀行かこの法律の規定に違反

するとき。

e 当該イスラーム銀行か国内において廃業した

とき。

(2) 免許を取り消す前に，大蔵大臣は，イスラーム

銀行に対し，その旨を通知し，かつ，免許が取り

消されるべきではない理由を通知に明記される21

H以上の期間内に開示する機会を与えなければな

らなし i。

13) 第 1項に基づいてイスラーム銀行の免許が取り

消されたときは，当該イスラーム銀行は取消しの

後30日以内に，高等裁判所に取消しに対する訴え

を提起することができる。裁判所は．訴訟費用を

含めて適当とみなす命令を下すことができる。

(4) 中央銀行は．訴訟において陳述する権利を有す

る。

｛が 本条による訴えは．第37条．第39条及び第40条

に基つく中央銀行の権限の行使及ひ義務の遂行に

影害を与えるものではない。

〔免許取消しの効力〕

第12条 I.［ 前条に基づく取消し命令か効力を有す

るときは．

la) 取消しの通知が官報で告示され．

(b) イスラーム銀行は．銀行業の清算をするため

に中央銀行の勧告に基づいて大蔵大臣により許

uIされた場合を除き，告ホの日から直ちに国内

におけるすぺての銀行業務を終了しなければな

らなしら

12) 前項ibの規定は，何人U)銀行に対する債権若し

くは請求又は銀行の何人に対する権利若しくは請

求にも不利益を与えるものではない。
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〔イスラーム銀行の一覧表の公表〕

第13条 中央銀行は毎年官報で，この法律に基づい

て免許が付与されたすべてのイスラーム銀行の一

覧表を告示する。免許が付与，取消し又は返還さ

れた場合には．その旨も官報に告示する“'

第 3編 イスラーム銀行の財務tの要件と義務

〔資本の維持〕

第14条 (1) 中央銀行は，ィスラーム銀行に，（引面

による通知で中央銀行が随時規定する国内及ひ国

外の支店及び事業所の資産又は国内の支店及び市

業所の資産に比例した資本の維持を命ずることか

できる。

(2) ~fj瑣の「資本」については，第 5 条第 2 項の定

めるところによるし，ただし，前項に甚つく因面に

よる通知で中央銀行が随時規定する変更を伴う

〔準備金の維持〕

第15条 （l) すべてイスラーム銀行は，

la) 準備金を保有し，

(bl 配当を公表する前に，毎年の純利益からサカ

ート (zakat)又は税金を控除した後，次に掲け

る額を準備金に繰り人れなけれはならない。

(i) 準備金の総額か振込済資本の50％未満の

ときには，純利益(/)50％以l：に相当する額c

(ii) 準備金の総額が枷込済資本の50％以上

100％未満U)ときには，純利益U)25％以J:

に相．‘りする額e

(2) イスラーム銀行の準備金の総額が銀行業を営む

のに十分であると中央銀行かみなすときは， 1年

の間，前項の規定から％該イスラーム銀行を免除

することを書面で命じることかできるり

〔流動資産の割合〕

第16条 （II 中央銀行は，随時各イスラーム銀行に

対し，常に銀行が保有すへき流動資産の最低額又

は流動資産の総額を母面で指図することかできる

(2) 保イiすべき流動資産の最低額又は流動資産の総

額は，次に掲げる形式で明記しなけれはならないc

(al 各イスラーム銀行が，単独で又は連帯して負

う要求払い預金債務，貯蓄勘定債務．定期預金

金融制度へのイスラーム法u戸月）、

債務及ひその他の預金債務並びに中央銀行か決

定するその他債務に対して占めるへき流動資産

の割合

:b1 各イスラーム銀行の投資勘定に当てるべき流

動資産の割合，また中央銀行はこの割合を，銀

行への書面による通知で随時変更することがて

きるっ

13} 中央銀行が第 1項に基づいて通知をするときは，

各イスラーム銀行には，それに従うまでに書面て‘

明記される 1週間以 tの支払猶予期間か与えられ

る．．

,4: イスラーム銀行は，第 1項に基つく通知に従わ

ない間，中央銀行の許可がない限り，何人に対し

ても金銭0)貸出又は貸付をしてはならない。

(5） 本条において、流動資産の最低額又は総額，国

内及び国外で業務を営むイスラーム銀行の要求払

い預金債務，貯蓄勘定債務，投資勘定債務，定期

預金債務及ひその他の預金債務並ひに中央銀行が

決定する当該イスラーム銀行のその他債務を見積

るときには，国内における当該イスラーム銀行の

市業所及ひ支店は，国内で業務を営む別の銀行と

みなされる。

!1ふ 本条でいう流動資産とは次のとおりとする。

la 国内における法定通貨てある紙幣及ひ貨幣。

lb 1958年マレーシア中央銀行令第37条第 1項1c:

て明記された準備金を除く対中央銀行預金っ

IC) 1983年政府投資法 (GovernmentInvestment 

Act 1983)に基づいて発行される投資証券C9

¥d 中央銀行の勧告に基づいて大蔵大臣か認uJす

るその他資産。

{7) 中央銀行は，国血による通知で各イスラーム銀

行に対し，中央銀行か本条を履行するのに必要と

みなす報告を求めることがてきる。

(81 本条の規定に違反したイスラーム銀行は，中央

銀行の請求後直ちに，不足額がある限り 1日につ

き不足額の10分の 1以｀ドの罰金を支払わなけれは

ならなし＼ヅ

(9) 前項に基つ＜削金の支払いを怠る，又は支払を

拒否するイスラーム銀行は，この法律により刑を

科せられる，
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〔監査役及ぴ監査役の報告書〕

第17条 (1) 1965年会社法の規定にかかわらず，す

べてイスラーム銀行は，大蔵大臣の承認を受けた

監査役を毎年任命する。

(2) 大蔵大臣は，次に掲げる場合においては，中央

銀行の勧告に基づいて監査役を任命することがて｀

きる。中央銀行は，当該監脊役に対し，イスラー

ム銀行が支払うべき報酬を定めることができる。

(a) 当該イスラーム銀行が監査役を任命しないと

き。

lb) 大蔵大臣が，前項に基づいて任命された当該

監査役と別の監査役が共に活動することが妥当

であるとみなしたとき。

(3) 前 2項に基づいて任命された監査役のイスラー

ム銀行に対する義務は，次のとおりとする。

(a) 監査役が任命された年度の銀行の会計監査を

なすこと。

lb) 1965年会社法第 174条に従って，銀行の年度

貸借対照表及び損益計算書の報告をすること。

(4) 前項(b)O)監査役の報告は，銀行の年次株t総会

でイスラーム銀行取締役会の報告とともになされ，

報告が行われたという趣旨の銀行の業務執行役員

による誓約は，第18条第 1項(b)に某づいて送付さ

れる文書に添付しなければならないぐ

(5) 株主以外でイスラーム銀行に利益を有する者及

び当該イスラーム銀行の取締役又は役員は、当該

イスラーム銀行の監査役となることはできない。

また監査役任命後に利益を得る，又は当該イスラ

ーム銀行の取締役若しくは役員に就任する者は，

直ちに監査役を辞職しなければならない-

(6) 第31条，第32条に基づく中央銀行によるイスラ

ーム銀行の業務の調査に係る第33条に基づく義務囀

権限及び貞任は，本条によって任命された監査役

にも及ぶ。

(7) 第 4項に違反したイスラーム銀行は，刑を科せ

られ， 20,000リンギ以下の罰金に処せられる。

〔監査済み貸1昔対照表〕

第18条 （1) すべてイスラーム銀行は，

!a) 国内のすべての事業所又は業務を営む場所に

おいて，人目に触れる所に次に掲げるものを公
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告しなければならない。

(i) 最新の監査済み年次貸借対照表，損益計

算書，それについての覚書及び監査人の報

告書の各謄本 1通。

(ii) 全取締役のフルネーム。

(iii) 当面の当該イスラーム銀行の子会社名。

(bI 年次株t総会ての当該イスラーム銀行の報告

書提出から14日以内に．国内で発行され．中央

銀行に認められる少なくとも 2紙のHf1J新聞に．

最新の監査済み年次の貸借対照表．損益計算書．

それについての覚書及び監査人の報告書の各謄

本を公表しなければならない。

ICI 各会計年度の終了から 6カ月以内又は中央銀

行が許可するそれ以上の期間に，中央銀行に次

に掲げる書類を送付する。

(i) 最新の監査済み年次貸借対照表，損益計

算書．それについての覚書及び監査人と取

締役会の報告書の謄本各2通。

(ii) 国外に支店を有するイスラーム銀行の場

合には，国内の支店の運営についての最新

の監査済み年次貸借対照表及び損益計算書

の各謄本2通並びに国内と国外における支

店の運営についての最新の監査済み年次貸

借対照表及ひi員益計算書の各謄本2通。

(2) 貸借対照表．損益計算書及び取締役会の報告書

の形式及び内容は，中央銀行に承認されたもので

なければならない。

(3) 中央銀行はいずれのイスラーム銀行に対しても，

第 1項(c)に基づいて当該イスラーム銀行から送付

された貸借対照表，損益計算書についての説明，

敷佑した陳述及ひその他につき，必要とみなす追

加情報の提出を求めることができる。当該情報は，

中央銀行か求める期間内及び形式で提出されなけ

ればならない。

(4) 本条の規定に違反したイスラーム銀行は， 20,000

リンギ以下の罰金刑に処する。

〔提出すべき資料〕

第19条 (1) すべてイスラーム銀行は，中央銀行に

規定される形式で，

(a) 中央銀行により随時書面による通知て指図さ
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れる期間内に，各月の最終営業Hの終了時点で

の国内における銀行の事業所及び支店の債務及

び資産を明記した報告書を送付する。

lb) 中央銀行により随時通知で指図される期間内

及び期日に，国内における銀行の事業所及び支

店の貸出，貸付及び投資の動向を示す報告書を

送付する。

(cl 会計年度終了後 6カ月以内に国内の業務に係

る収支報告書を送付する。

Id) 第34条第 3項の規定にかかわらず，中央銀行

により随時書面による通知で指図される期間

内及び期日に， 1958年マレーシア中央銀行令第

30条第 1項に基づいて設立される信用調査所

(credit bureau)のために必要とされる顧客の

信用情報の報告書を送付する。

(e) 中央銀行が要求する統計資料を送付する。

(2) 前項Id)を除いて，本条に基づいてイスラーム銀

行から提出される情報は，当該イスラーム銀行と

中央銀行との間の秘密とみなされる。

(3) 第 1項に違反したイスラーム銀行は，違反が続

く間 1日につき4,000リンギ以下の罰金に処する。

(4) 中央銀行は，第 1項(a)及び(b)に基づいて提出さ

れた報告書の数字を集計する連結財務諸表を準備

し，公表しなければならない。

〔外国支店の情報〕

第20条 国外に支店又は代理店のあるイスラーム銀

fiは，中央銀行に求められる廿該支店又は当該代

理店の運営に係る情報を提出しなければならない。

第 4編 イスラーム銀行の所有，支配及び管理

〔イスラーム銀行の支配の変更についての情報〕

第21条 (1) イスラーム銀行の支配について変更を

しようとするときは， 91i該イスラーム銀行は中央

銀行にその旨を報告しなければならない。

(2) イスラーム銀行か，他のイスラーム銀行．国内

で設立された1973年銀行法に基づく免許銀行又は

1969年金融会社法に基づいて免許を受けた金融会

社の払込済資本の20％以上を担保として貸出又は

貸付をするときは，当該イスラーム銀行は，その

金融制度へのイスラーム法の導人

旨を中央銀行に報告しなければならないっ

13) 前項の報告には，次に掲げる項目を含む。

(i) 借主の名義及び住所。

(ii) 貸出又は貸付につき担保に供される株式を

発行するイスラーム銀行，免許銀行及び金融

会社の名称。

(iii) 貸出又は貸付につき担保に供される株式数。

(iv) 貸出又は貸付の総額c

141 第 1項及び第2項に基づく報告は，他の法律の

規定に準して要求される報告に添付する。

5 本条において，イスラーム銀行の「支配」とは，

当該イスラーム銀行の管理及び方針の指導を直接

的又は間接的に行う権限の所在をいう。

(6) 第 1項又は第 2項に違反したイスラーム銀行は，

20,000リンギ以下の罰金に処する。

〔イスラーム銀行に求められる再建の認可）

第22条 11I すべてイスラーム銀行は，次に掲げる

事項について大蔵大臣の承認を受けなければなら

なし )0

a 崎該イスラーム銀行の支配又は管理の変更の

結果生じる次の合意又は協定。

(i) 株式若しくは事業の売却又は処分のため

のもの。

(ii) 議決権，経営又はその他に影響を及ぼす

もの。

lbl 廿該イスラーム銀行の事業又は財産の全部又

は一部が別の法人へ譲渡される次の案件

(i) 銀行の再建。

(ii) 当該イスラーム銀行とその他の法人との

間の新設合併，吸収合併又はその他。

(2) 中央銀行の勧告に基づいて，大蔵大臣は，合意，

協定又は案件を承認又は却下することができる。

ただし，大蔵大臣の承認は過度に保留されてはな

らない）

〔銀行の取締役及ぴ従業員の欠格車由〕

第23条 ＼［ 1965年会社法上の既得権を侵さずに，

イスラーム銀行の経営に携わる取締役，役員，秘

書役又はその他の役員は，次に掲げる場合におい

ては辞職しなければならない。

(a) 破産，支払停止又は一時金を払って債権者と
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和解したとき。

lb) 不正又は詐欺を含む罪を宵告されたとき。

(2) イスラーム銀行又は1973年銀行法に基づく免許

銀行の取締役又は銀行の経営に直接に携わる者で，

裁判所によりその資格を剥奪された者は，大蔵大

臣の明示の承認かなければ，いずれのイスラーム

銀行においても取締役又は経営に直接に関係する

者として行動してはならない。

(3) 前2項に違反した者は， 20,000リンギ以下の罰

金若しくは 3年以下の自由刑に処し，又はこれを

併科する。

第 5編業務の制限

〔配当金の支払及ぴ貸付の制限〕

第24条 （1) いずれのイスラーム銀行も，

(a) 資本費用 (capitalizedexpenditure)の全額

（予備費，創業費，株式手数料，仲介手数料，

損失総額及び有形資産に現われていない他の支

払を含む）が償却されるまては，配当金の支払

いはできない。

(b) 当該イスラーム銀行の株式を担保として貸出，

貸付又は信用供与をしてはならない。

(cl 総計で，未返済の負債の10,000リンギを超過

する無担保貸出，無担保貸付又は無担保の信用

供与を，イスラーム銀行以外の1965年会社法第

6条でいう銀行に関連しているとみなされる法

人， 1973年銀行法に基づく免許銀行， 1965年金

融会社法に基づき免許を受けた金融会社又は中

央銀行に承認されたその他の金融機関以外に行

ってはならない。

(2) 本条において「無担保貸出」，「無担保貸付」又

は「無担保の信用供与」とは，それぞれ無担保で

なされる貸出，貸付及ひ信用供与をいう。担保を

徴する貸出，貸付及び信用供与とは，常に担保と

なる資産が市場価値を上lulるものをいい，中央銀

行が既定の市場価値がないとみなす場合には．中

央銀行に承認された評価に基づく市場価値のもの

をいう。
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〔取締役，役員及ぴ従業員への貸付，その他の禁

止〕

第25条 (1) 中央銀行が，条件付き若しくは条件を

付さないで免除するとき又は次項若しくは 4項で

定められるときを除いて，イスラーム銀行は，次

に掲げるものに対し，貸出．貸付及び信用供与を

してはならない。

,a) 当該イスラーム銀行の取締役．役員若しくは

従業員又はその他の当該イスラーム銀行から報

酬を得ている人（会計係．弁護士．建築家．不

動産業者．医者及びその他の専門の職務に関し

当該イスラーム銀行から報酬を得ている者を除

く）。

lb) 当該イスラーム銀行の取締役，役員又は従業

員が，パートナー，支配人，代理人又は保証人

として関係している商事組合。

:c, 当該イスラーム銀行の役員若しくは従業員が

取締役，支配人，代理人若しくぱ保証人たる法

人又は当該イスラーム銀行の役貝若しくは従業

員か，株式で中央銀行により決定される実質的

利益 (materialinterest)を得ている法人。

(d) 取締役（業務執行取締役は第 3項に従って本

項(c)の規定の及ぶ範囲内にあるので除外）が，

社員．取締役，支配人，代理人若しくは保証人

たる法人又は当該イスラーム銀行の取締役（業

務執行取締役は除外）か直接的若しくぱ間接的

にせよ何らかの利益を得ている法人。

'ei 当該イスラーム銀行の取締役，役員又は従業

員か保証人である各個人。

(2) イスラーム銀行が特段の事情があるとみなした

ときは，役員又は従業員に対し適切な役務制度に

基づいて規定された貸付を適当とみなす条件で行

うことができ，その貸付額は当該役員又は当該従

業員の 6カ月分の報酬を超えないものとする。

::;, 第 1項le)及び前項の規定は，イスラーム銀行の

業務執行取締役にも適用する。

14) 第 1項l.d)の規定は．ィスラーム銀行による次に

掲げるものに対する貸出．貸付又は信用の供与に

は適用しない。

(a) 認定された証券取引所に上場されている法人
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及び昔該イスラーム銀行の取締役が中央銀行に

よって決定される実質的利益を直接的にも間接

的にも得ていない法人。

lb) 当該イスラーム銀行の取締役が，個人として

何ら中央銀行によって決定される利益を得てい

ない公開会社。本項でいう取締役には当該イス

ラーム銀行の業務執行取締役を含まない。

(5) 本条でいう「取締役」，「役員-又は「従業員」

には，取締役，役員又は従業員の配偶者，両親又

は子を含む。

〔第25条第 4項に基づく貸付又は信用供与の制限〕

第26条 イスラーム銀行は，次に掲げる条件が満た

されない限り，前条第 4項に基づく貸出，貸付又

は信用供与をしてはならない。

(a) 貸出，貸付又は信用供与が，他の借用申請人

(applicant borrowers)に求められる信用度の

水準を満たすこと。

(b) 貸出，貸付又は信用供与の条件が，その他の

ものに提供されたのと同様に銀行に有利である

こと。

(c) 貸出，貸付又は信用供与が，銀行の最大の利

益になるとみなされること。

(di 貸出．貸付又は信用供与が，正式に設置され

た会合で銀行の他の取締役の 3分の 2以上の投

票により承認され，議事録に記録されること。

〔顧客にたいする信用供与の制限〕

第27条 (1) いずれのイスラーム銀行も，資本につ

いて中央銀行により随時決定される割合を超過す

る額にまで，顧客に対し信用を供与又は顧客のた

めに債務を負担してはならない。

(2) 前項は次のものには適用されない。

(a) 他のイスラーム銀行， 1973年銀行法に某づく

免許銀行及び1969年金融会社法に基づき免許を

受けた金融会社との取引。

(bl 輸出人又は国内取り1ての信用状又は為替手形

の発行。

LE) 中央銀行が随時認めるその他の取引。

(3) 第 1項の「資本」については，第 5条第 2項0)

定めるところによる。

金融制度へのイスラーム法の導人

〔信用供与の制限の管理）

第27条A (1) イスラーム銀行の役員，支配人又は

従業員は，権原を踏越して，又は銀行の方針に反

して貸出，貸付又は信用供与を行ってはならない。

(2) 本条の目的のために，大蔵大臣は，イスラーム

銀行に対し，貸出，貸付又は信用供与の方針及び

手続，特に当該イスラーム銀行の役員，支配人若

しくは従業員の権原の範囲又は権原の変更につい

ての情報を提出するよう書面で命じることができ

る。この場合においては，大蔵大臣は，当該イス

ラーム銀行に対し，貸出，貸付又は信用供与をな

しうる範囲を含めて，当該イスラーム銀行におけ

る貸出，貸付又は信用供与の手続を改正するよう

命じることができる。

(3) 本条又は本条に基づいて発せられる命令に違反

した者は， 20,000リンギ以下の罰金若しくは 3年

以下の自由刑に処し，又はこれを併科する。

〔取締役による利害関係の公表〕

第28条 （1} いずれの方法であれ，直接的又は間接

的であれ，イスラーム銀行からの貸出，貸付若し

くは信用供与又はそれらの申込みに利害関係を有

する全取締役は，直ちに当該イスラーム銀行の取

締役会に自らの利害関係の内容を申告しなければ

ならない。当該イスラーム銀行の秘書役は，その

申告内を直ちに全取締役に配付する。

（2) 取締役が，イスラーム銀行からの行出，貸付若

しくは信用供与又はそれらの申込みに利害関係を

有する法人の社員又は債権者である場合において，

取締役の利害関係が正式に実質的ではないとみな

されるときは，前項の規定は適用されない。

(3) 第 1項に従って，取締役が特定の商事組合の役

員若しくは社員又は特定の法人の役員若しくは社

員であり，当該商事組合若しくは当該法人にたい

する貸出，貸付又は信用供与に利害関係を有する

とみなされる旨の一般通告か当該取締役によって

イスラーム銀行の取締役会において行われたとき，

次に掲げる場合においては，貸出．貸付又は信用

供与における利害関係についての十分な申告が行

われたとみなされる。

(a) 一般通告が，特定の商事組合又は法人と取締
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役の間の利害関係の性質及び程度を明細に記し

ているとき。

(bl 貸出，貸付又は信用供与が行われる時点で，

取締役の利害関係が通告において明らかにした

性質と同じで，拡大もしていないとき 0

(c) 一般通告が取締役会で行われるとき，又は一

般通告の後の次の取締役会で申告の提出，発表

を確保するための適切な措置を講ずるとき。

(4) 事務所を保有又は財産を所有し，直接的又は間

接的であれ，それによって生じる義務又は利害関

係が，取締役としての義務又は利害関係に抵触す

るイスラーム銀行の取締役は，イスラーム銀行の

取締役会で，その事実及びその性質，抵触の性質

及び程度を申告しなければならない。

(5) 前項0)申告は，次に掲げる時点で開催される疸

近の取締役会で行われる。

(a) 取締役がイスラーム銀行の取締役になった後。

lb) （既に取締役である場合には）事情に応じて，

事務所の保有又は財産の所有を始めた後。

(6) イスラーム銀行の秘書役は，第 1項メは第 4項

に基づく申告の後，当該申告が次回の取締役会で

提出され，発表されるようにし，当該申告が行わ

れた取締役会又は当該申告が提出され，発表され

た取締役会の議事録に％該申告を記録する。

(7) 第 1項又は第 2項に違反した取締役は， 20,000

リンギ以下の罰金若しくは 3年以下の自由刑に処

し，又はこれを併科する。

（株式の取得及ぴ所有のための信用供与の制限〕

第29条 (1) イスラーム銀行による株式の取得又は

株式の所有のための信用供与は，その時点で中央

銀行により書面で指図された株式の市価を超えて

はならなし％

(2) 本条に基づく倍用供与は，当該人に与えられる

他の信用供与のために保有される勘定とは，別の

勘定でなければならない。

(3) 中央銀行は，次に掲げる事項についてイスラー

ム銀行に書面で指ぷを仔えることができる。

(a) 信用供与の担保として保有される株式の市価

を決定するための規準及び方法。

(bl ｛言用供与を受けるものの資金又は株式の回収。
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（C, 伯用供与の担保として供される株式を他の株

式に代えること。

Id) 必要とみなされるその他の事項。

(4) 本条の規定又は本条に基づく指示に違反したイ

スラーム銀行は，この法律に基づいて刑を科せら

れる。

〔第24, 25, 26, 27及び29条の遵守の証明〕

第30条 いずれのイスラーム銀行も，中央銀行によ

り書面で要求されたときは，銀行が第24,25, 26, 

27及び29条の規定を遵守しているとの証拠又は伯

報を提出しなければならない。

第 6編 イスラーム銀行にたいする監督権限及

び管理

〔銀行の調査〕

第31条 中央銀行は，秘密に各イスラーム銀行及び

その支店，代理店又は国外の事業所の帳簿，勘定

及び取引を随時調査する。

〔銀行の特別調査〕

第32条 大蔵大臣は，イスラーム銀行が預金者及び

その他債権者の利益に反する業務を行っている，

公衆への債務に見合うための資産が不足している，

又はこの法律若しくは1958年マレーシア中央銀行

令に違反していると信じるにたる理由のあるとき

は，中央銀行に対し，秘密に，当該イスラーム銀

行の帳簿，勘定及び取り1の調介を命じることがで

きる。

（銀行の帳簿及び書類の提出〕

第33条 (1) イスラーム銀行は，前 2条に基づく調

杏のために，次項に従って中央銀行に帳簿，勘定

及び書類を提供し，調査のために必要とされる情

報及び便宜をりえなけれはならない。

(2) 帳簿，勘定及び書類は，イスラーム銀行の通常

のH常業務の適切な行為を妨げるような時期及び

場所での提出は要求されない。

1ふ 第 1項に基づく帳簿，勘定及び書類又は情報莉

しくは便宜の提供を怠るイスラーム銀行は，違反

が続く間 1日につき 4,000リンギ以下の罰金に処

する。
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(4) 第31条又は第32条に基づく調査においては．中

央銀行の役員及び職員は．刑法典でいう公務員と

みなされる。

〔銀行の秘密〕

第34条 （1) 第31条及び第32条に規定される場合を

除き．この法律は，大蔵大臣に中央銀行に対し命

令を下す権限又は中央銀行に特別にイスラーム銀

行の顧客個人の問題を調査する権限を与えるもの

ではない。この法律の規定に基づいて中央銀行が

閲覧又は調査において得る顧客個人の問題に係る

付随的な情報は．中央銀行とイスラーム銀行との

間の秘密である。

(2) 本条においては， 1949年銀行帳簿（証拠）法

(Bankers'Books (Evidence) Act 1949)により高

等裁判所又は判事に与えられる権限を制限するも

のではなく，当該法律に基づく命令に従うことを

妨げない。

(3) 菖面による中央銀行の承認がある場合を除き．

イスラーム銀行の役員及び自らの地位又は職務に

よってイスラーム銀行の記録若しくは登記簿又は

顧客の勘定に係る文書若しくは資料を入手する者

は．次に掲げる場合を除いて，顕客の金銭又はそ

の他の顧客の勘定の詳細に係る情報を付与，公表

又は漏洩してはならない。

[a) 顧客又はその代理人が許可を与えたとき。

lb) 顧客が破産宣告をうけたとき

(c) 情報が，信義誠実に従った商取り1又は将来の

商取引に関して，顧客の信用のために必要とさ

れるとき。

(4) 前項の規定は，第17条に基づいて任命される監

在役．国内に居住する銀行の役員及び従業員への

情報の提供には適用しない。

(5) 本条の規定に違反する者は， 40,000リンキ以下

の罰金若しくは 3年以下の自由刑に処し，又はこ

れを併科する。

〔預金者の利益に反した貸付がなされる場合に取

られるぺき処分〕

第35条 (1) すべてイスラーム銀行は，各月の最終

IIの後に随時中央銀行が書面による通知で指図す

る期間内に，所定の形式て，次のもリ）への貸出．

金融制度へのイスラーム法の導人

貸付又は信用供与についての報告書を中央銀行に

送らなければならない。

(al 1965年会社法第 6条に規定される銀行に関係

しているとみなされる法人。

(b! 第25条第 4項でいう法人又は公開会社。

(c) (a)及び(b)への貸出，貸付及び信用供与以外で，

取締役か第28条の規定でいう直接的又は間接的

な利害関係者である個人，商事組合又は法人。

(21 前項に基ついてイスラーム銀行が提出する報告

書を検討して，貸出，貸付又は信用供与が銀行の

預金者の利益を損なっていると中央銀行がみなす

ときは，中央銀行は，当該イスラーム銀行に対し

貸出，貸付若しくは信用供与の追加の禁止につい

て，又は中央銀行が適当とみなす貸出，貸付若し

くは倍用供与の制限について，書面で命じること

かできる。さらに命令で明示された時期及ひ範囲

内に貸出，貸付又は信用供与の償還を保証するこ

とを当該イスラーム銀行に指導することができる。

(3) 本条によって，中央銀行から命令を受けたイス

ラーム銀行は，大蔵大臣に書面で訴えることがで

きる。大蔵大臣は，中央銀行の命令の追認，変更

又は撤回をすることができる。

〔銀行の債務の支払不能を中央銀行へ通知するこ

と〕

第36条 債務の支払か不能又は支払を停止する nJ能

性のあるイスラーム銀行は，直ちにその事実を中

央銀行に通知しなければならない。

〔銀行が義務を果たせなくなる場合又は預金者の

利益に反する業務を行っている場合の中央銀行に

よる処分〕

第37条 （1) 中央銀行は．次に掲げる場合において

は，大蔵大臣の同意があれば，必要とみなす次項

に規定される権限を行使することかてきる。

(a) イスラーム銀行が次に掲げる事項について中

央銀行に通知するとき。

(i) 債務の返済が不能になる可能性かあるこ

と。

(ii) 支払停止I})可能性があること。

lb) イスラーム銀行の債務の支払いが不能になる

とき又は支払が倅止するとき。
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(c) 第31条又は第32条に基づく調脊の後｀中央銀

行がイスラーム銀行を次のようにみなすとき。

(i) 健全でない業務又は不適当な業務を行っ

ている。

(ii) 債務の返済が不能になる可能性がある又

は支払停止になる可能性がある＜シ

(iii) この法律の規定に違反している，又は従

っていない。

(iv) 免許に課された条件に違反している。

(V) 預金者の利益に反する業務を行ってい

る。

(2) 前項に従い，中央銀行には次に掲ける行為をな

す権限がある。

(a) 中央銀行が問題を調整するのに必要とみなす

措置を講じるようイスラーム銀行に命令するこ

と。 ‘li該イスラーム銀行は当該命令を中央銀行

が指示する期間内に実行しなければならない。

(b) 当該イスラーム銀行が，貸出，貸付又は信用

供与の追加を特定の期間行うことを禁止するこ

と＜，中央銀行が課す他の条件がもしあれば，そ

れに従わせること。

(c) 取締役を解任又は任命すること。

(d) 銀行業務の適切な遂行について督該イスラー

ム銀行に助言を与える者を任命すること。

(el 銀行業務の管理及ひ遂行を引き受けること又

は銀行業務の管理及び遂行を引き受ける者を任

命すること。

(fl 裁判所において銀行の清算を行うために，高

等裁判所への申立てをすること C、

(3) 中央銀行は，次に掲げる場合においては，銀行

が当該人に支払うべき報酬及び費用を決定するこ

とができる。

(a1 中央銀行が，前項(Ciに基づいて銀行の取締役

となる者を任命するとき。

(bI 中央銀行が，前項(d)に基づいて銀行業務の適

切な遂行について銀行に助言をりえる者を任命

するとき。

(cl 中央銀行が，前項(e)に基づいて，銀行業務の

管理及び遂行を引き受ける者を任命するとき。
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〔取締役の職務の解任又は中央銀行による銀行取

締役の任命〕

第38条 中央銀行がイスラーム銀行に対して前条第

2項(c)に基づいた行為をなすときは．以下の規定

が効力を有する。

叫 1965年会社法及び銀行の付属定款にかかわら

ず，中央銀行によって解任される取締役に代わ

る新取締役を選出するための社員及び株主の権

利の行使は停止される。

ib) 前条第 2項心に基づいて解任された取締役は

辞職し，解雇又は退職へのいかなる補償も請求

してはならない。

(c) 前条第 2項(c)に某づく解任及び任命は，終局

で，かつ，確定したものてあって，裁判所に訴

えを提起することはできない。

〔中央銀行によるイスラーム銀行の管理）

第39条 （1) 第37条第 2項(e)に基づいて，中央銀行

がイスラーム銀行業務の管理を引き受けたとき又

はイスラーム銀行業務の管理を引き受ける者を｛千

命したときは、中央銀行又は当該人は，次項に従

って，中央銀行が管理を引き受ける又は管理を引

き受ける者を任命した要因が消滅するまで，銀行

の名において銀行に代わって銀行の管理をし、そ

の業務を引き継かなけれはならない。

(2) 第37条第 2項(e)に基づいて，中央銀行かイスラ

ーム銀行業務の管理を引き受けた場合又はイスラ

ーム銀行の業務の遂行を引き受ける者を任命した

場合においては，高等裁判所か，中央銀行が管坪

を行っている銀行の預金者保護かもはや必要ない

とみなすときは，中央銀行に対し銀行業務の管理

の停止を命じることができる。

バふ 第37条第 2珀：Cに基づいて，中央銀行がイスラ

ム銀行業務0)管理を引き受けたとき若しくはイ

スラーム銀行業務の管理を引き受ける者を任命し

たとき又は本条に従ってイスラーム銀行業務の管

理を停止したときは．中央銀行は官報でそ0)旨を

告示しな けれはならない，

〔中央銀行の蓄理下にあるイスラーム銀行は中央

銀行に協力すること〕

第40条 （11 第37条第 2項(e)に基づいて，中央銀行
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金融制度へ(j)イスラーム法J)導入

が，イスラーム銀行業務の管理を引き受けたとき 13) 前2項の要求に従わないイスラーム銀行は，違

又はイスラーム銀行業務の遂行を引き受ける者を 反の続く期間 1日につき 2,000リンキ以下の罰金

任命したときは，イスラーム銀行はその業務を中 に処せられる。

央銀行又は当該人の管理に委ね，業務を引き継ぐ

ために必要な便宜を中央銀行に与えなければなら 第 7編雑則

ない。

(2) 前項又は中央銀行の求めに応じないイスラーム

銀行は，違反の続く間 1日につき 4,000リンギ以

下の罰金刑に処する。

〔銀行の補助機関に対する管轄権の範囲〕

第41条 本編（第 6編）におけるイスラーム銀行と

は，当該イスラーム銀行の従属会社を含むものと

解釈される c

〔活動の一時停止〕

第42条 (1) 中央銀行は，イスラーム銀行の預金者

の利益にかなうとみなすときは，大蔵大臣の承認

を得て，銀行に業務0)遂行又は銀行業務若しくは

命令で明記されることに係る行為若しくは職務の

実行若しくは遂行を焚止するよう命じることがで

きる。

(2) 中央銀行は，イスラーム銀行の預金者の利益に

かなうとみなすときは，大蔵大臣の承認を得て，

高等裁判所に銀行業務についての銀行による又は

銀行に対する訴訟の開始又は継続の停止命令を求

めることができる。‘佑該命令は， 6カ月を超えな

い期間有効である，＇

(3) 第 1項に基づく命令か効力を有する限り，この

法律により銀行に付与された免許は停止される。

(4) 第 1項に基づく命令か下されたときには，中央

銀行は官報にその旨を告示しなければならない。

〔銀行の規約の改正〕

第43条 (1) すべてイスラーム銀行は，基本定款，

付属定款又は設立に係るその他の法律文書の修正

又は変更の前に，中央銀行に修止又は変更につい

ての承認を求めるために明細書を提出する。

(2) すべてイスラーム銀行は，駐本定款，付属定款

又は設立に係るその他の法律文＊の修正又は変更

の後 3カ月以内に，中央銀行を通じて大蔵大臣に，

修正又は変更について（銀行の業務執行役員の誓

約により認証された）明細書を提出する。

〔損失補憤〕

第44条 （］｝ 政府．中央銀行又はその職員は．この

法律に基づく権限を行使して，若しくは行使しよ

うとして誠実に行った．若しくはそれを怠ったこ

とについて．又は行使すること若しくは行使しよ

うとすることについて．何人からの訴え．請求又

は要求にも従わず，何人への責任も負わない。

(2) 本条において大蔵大臣及び公務員は，政府の職

員とみなされる。中央銀行の総裁及び副総裁，中

央銀行の役員又は職員並びに中央銀行に在職して

いる又は第37条第2項(c), Id!若しくは1e)に基づい

て（千命された者は，中央銀行の職員とみなされる。

〔要求払い債務及び貯蓄勘定債務の優位〕

第45条 イスラーム銀行がその債務の支払が不能に

なったとき又は支払を停止するときは，国内にお

ける銀行の資産は，すべての債務に優先して国内

における銀行の要求払い預金債務及び貯蓄勘定債

務の返済に充てなければならない。

〔取締役及び支配人に対する罰則〕

第46条 1、い 次の各号に該当する者ふ 20,000リン

ギ以下の罰金若しくは 3年以ドの自由刑に処し，

又はこれを併科する。

a この法律及び1958年マレーシア中央銀行令に

従って｀適切な措置を講じないイスラーム銀行

の取締役又は支配人。

lb) この法律又は1958年マレーシア中央銀行令の

規定に基づいて提出される陳述書の正確さを確

保するための適切な措置を講じない取締役又は

支配人，

12) ！li！珀に該当する者に対する訴訟手続きにおいて

は，第て者がこの法律若しくは1958年マレーシア

中央銀行令に従って銀行か遵守する義務又はこの

法律若しくは1958年マレーシア中央銀行令の規定

に基づいて提出される陳述書の正確さを確保する

89 



1998050092.TIF

義務を負っていたこと及び当該人が義務から免除

されていたことについて，信じるにたる合理的根

拠が当該人にあることを証明するための防御がな

されなければならない。

(3) 裁判所の意見において，当該人が故意に犯罪を

犯したと判示されない限り，第 1項に基づく自由

刑の宣告はなされない。

〔取締役，役員及び代理人による犯罪〕

第47条 次に掲げる場合には，ィスラーム銀行の取

締役，支配人，受託者，監査役，役員又は代理人

は， 50,000リンギ以下の罰金刑若しくは 5年以下

の自由刑に処し，又はこれを併科する。

Ia) 故意に，記録帳若しくは銀行の業務，事情，

取弓I,状態，資産若しくは勘定の記録，伝票，

文書又は陳述書に誤った記入をした又はさせた

とき，〉

(bl 故意に，記録帳若しくは銀行の業務，事情，

取引，状態，資産若しくは勘定の記録，伝票，

文書又は陳述書の記入を怠った又は記人を怠ら

せたとき。

(c) 故意に，記録帳若しくは銀行の業務，事情，

取引，状態，資産若しくは勘定の記録，伝票，

文書又は陳述書の記入を改窟，抜き取り，隠匿

若しくは破棄をした，又は記入を改窟，抜き取

り，隠匿若しくは破棄させたとき。

〔会社等，事務員及び代理人による犯罪〕

第48条 （1) 法人，商事組合，社団又は他の組織が

この法律に違反したときは，違反の時点て、，取締

役，支配人，秘書役行しくは他の同種の役員であ

る者又はその地位をもって行動した者は，犯罪が

当該人の同意若しくは黙認なしに実行されたこと

及び当該人がなすべきであった犯罪の実行を防ぐ

注意を行ったことを証明しない限り，その地位に

おける冴該人の職務の性質及びすべての事情を考

慮して，有罪とみなされる。

(2) 何人も，作為，不作為，不注意若しくは解怠の

故に，この法律に某づいて自由刑若しくは罰金に

処せられる場合においては，被用者，事務員若し

くは代理人又は代理人の被用者若しくは事務員の

作為，不作為，不注意若しくは僻怠がその雇用期

，。

間中に引き起こされたときは，同等の自由刑若し

くは罰金に処せられる。

（役員によるコミッションの受け取りの禁止）

第49条 イスラーム銀行の取締役，役員若しくは従

業員又は当該イスラーム銀行から報酬を得ている

その他の者で，銀行からの貸出，貸付若しくは信

用供与若しくは手形，約束手形，小切手，為替手

形若しくは銀行によるその他の債券の購入若しく

は割引を，ある者のために取り付ける若しくは取

り付ける努力をなすことに対し，又はある者に銀

行の勘定を過振する許可をすることに対し，銀行

ではなく人から，個人的利益若しくは便宜，その

親族への利益若しくは便宜として，進物，コミッ

ション，報酬，恩恵，チップ，金銭，財産若しく

は物を要求し，収受し，又は収受することを承認

する者は， 20,000リンギ以下の罰金若しくは 3年

以下の自由刑に処し，又はこれを併科する。

（通常の刑罰〕

第50条 この法律の規定又はこの法律に基づく規則

に違反したイスラーム銀行は、刑を科せられ，

50,000リンギ以下の罰金に処する。

（総裁の金銭を徴収して犯罪を宥恕する権限〕

第51条 」i 中央銀行の総裁は，大蔵大臣の承認を

得て，刑に処せられた場合の罰金の上限を超えな

い適当とみなす金額を受けとることにより，この

法律に基づき罰せられる犯罪を宥恕することがて

きる。

(2) 前項に従って総裁に支払われた金銭は，統合基

金 (ConsolidatedFund)に振り込まれ，その一部

を構成する。

〔検察官の同意〕

第52条 この法律の違反についての訴迅は，検察官

の書面による同意なしには行われない。

〔規則〕

第53条 11) 中央銀行は，大蔵大臣の承認を得てこ

の法律の目的を達成するために必要な規則を随時

制定することかできる。

(2) 中央銀行は， Hij項の通則 (generality)の権利関

係に不利益を与えることなく，次に掲げる事項に

ついて規則を定めることかできる。
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(a) イスラーム銀行による法人の株式の取得若し

くは所有又は不動産の取得若しくは開発に対す

る中央銀行による管理。

lb) 商事組合のパートナー又は所有権者となるイ

スラーム銀行に対する中央銀行による管理。

(c) 不動産及び株式の取得又は所有並びに消費者

信用及び商品先物取引への融資のために信用を

供与することに対する中央銀行による管理。

(d) 取締役の信用で所有されている，取締役が所

有者となる権利を有している（支払てあろうと

なかろうと），又は取締役が直接的であれ間接

的であれ商事組合若しくは法人において，パー

トナー，取締役，支配人若しくは代理人として

受益的利益及び何らかの利益を得ている法人の

株式の数及び種類についての取締役からの取締

役会への報告。

(e) 業務執行取締役，役員及び従業員によって若

しくは業務執行取締役，役員及び従業員のため

に，又はその配偶者若しくは子によって若しく

はその配偶者若しくは子のために所有される次

に掲げる利益についての当該業務執行取締役，

当該役員及び当該従業員からのイスラーム銀行

の取締役会又は規則で定められる第二者への報

'Lこ
''0 
(i) 当該取締役，当該役員，当該従業員，そ

金融制度へのイスラーム法の導入

の配偶者若しくは子が信用で所有している，

所有者となる権利を有している（支払てあ

ろうとなかろうと），又は直接的にであれ

間接的にであれ受益的利益を得ている法人

の株式の数及び種類。

(ii) 商事組合又は法人におけるパートナー，

取締役、支配人又は代理人としてのあらゆ

る利益の性質。

(iii) その他すべての資産。

〔銀行の休日〕

第54条 いすれのイスラーム銀行も， 1973年銀行法

第57条第 1項の規定に基づく銀行の休日には業務

を行ってはならない。

〔他の法律の適用〕

第55条 1965年会社法に基づいて設立されたイスラ

ーム銀行は， この法律の規定と同様に1965年会社

法にも従う。ただし， 1965年会社法の規定とこの

法律の規定との間に紛争又は矛盾が生じたときに

は．この法律が優越する。

〔免除〕

第56条 大蔵大臣は，条件を付して又は条件を付さ

ないで，この法律の規定からイスラーム銀行を免

除することかできる。

第 8編付随的改正（略）
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